
　
政
権
が
交
代
し

て
2
カ
月
が
経
過

し
、
早
速
に
社
会

保
障
費
の
見
直
し

が
始
ま
っ
て
い
る
。

　
生
活
保
護
費
の

削
減
が
決
ま
り
、
こ
れ
か
ら
3

年
間
で
約
7
4
0
億
円
（
7
％

強
）
の
減
額
が
こ
の
8
月
か
ら

実
施
さ
れ
る
。

　
2
0
1
2
年
10
月
時
点
の

生
活
保
護
受
給
者
数
は
約
2
1

4
万
人（
約
1
5
6
万
世
帯
）で

過
去
最
多
と
な
っ
た
。
そ
の
う

ち
母
子
家
庭
中
心
に
96
％
で
受

給
額
が
下
が
る
こ
と
に
な
る
。

　
生
活
保
護
の
見
直
し
は
、
受

給
者
へ
の
直
接
影
響
だ
け
に
止

ま
ら
な
い
。
ま
ず
連
動
し
て
起

こ
る
最
低
賃
金
の
引
き
下
げ
が

懸
念
さ
れ
る
。
最
低
賃
金
は
憲

法
第
25
条
の
「
健
康
で
文
化
的

な
最
低
限
度
の
生
活
」
を
保
障

す
る
た
め
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の

で
、
生
活
保
護
基
準
が
下
が
れ

ば
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
目
標

額
が
下
が
る
。
従
っ
て
最
低
賃

金
が
下
が
る
。影
響
は
多
大
だ
。

　
ま
た
、
生
保
基
準
は
、
地
方

税
の
非
課
税
基
準
、
介
護
保
険

の
保
険
料
・
利
用
料
、
障
害
者

自
立
支
援
法
の
利
用
料
減
額
基

準
、
高
額
療
養
費
限
度
額
基

準
、
就
学
援
助
の
給
付
対
象
基

準
な
ど
、
医
療
・
福
祉
・
教

育
・
税
制
の
多
様
な
施
策
の
適

用
の
目
安
に
な
っ
て
い
る
。
今

ま
で
非
課
税
世
帯
で
あ
っ
た
の

に
課
税
対
象
に
な
り
、
福
祉
制

度
の
適
用
を
外
さ
れ
る
人
も
多

発
す
る
だ
ろ
う
。

　
「
生
活
保
護
を
受
け
て
い
な

い
低
所
得
者
層
に
も
負
担
増
を

も
た
ら
し
か
ね
な
い
関
連
制
度

が
38
に
上
る
」
と
、
民
主
党
の

長
妻
議
員
が
削
減
反
対
集
会
で

指
摘
し
、
拙
速
な
政
府
の
進
め

方
を
批
判
し
た
。

　
日
々
の
診
療
に
お
い
て
、
医

療
券
で
受
診
し
、
過
度
の
要
求

を
行
う
生
保
患
者
さ
ん
達
の
目

に
余
る
振
る
舞
い
に
閉
口
し
て

い
る
医
師
は
多
い
。
高
価
な

バ
ッ
グ
や
装
身
具
か
ら
見
て
と

れ
る
生
活
実
態
か
ら
「
な
ん
で

こ
の
人
が
生
保
な
ん
」
と
納
得

で
き
な
い
実
例
に
憤
る
の
だ

が
、
不
正
受
給
の
割
合
は
全
体

か
ら
見
れ
ば
ご
く
少
数
に
違
い

な
い
。
一
部
の
例
を
大
仰
に
取

り
上
げ
騒
ぎ
立
て
、
事
の
本
質

を
隠
す
昨
今
の
マ
ス
コ
ミ
は
怖

い
が
、
私
た
ち
は
乗
せ
ら
れ
る

こ
と
な
く
常
に
冷
静
に
判
断
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
母
子
家
庭
が
増
え
て
い
る
。

不
安
定
就
労
・
低
収
入
の
中

で
、
懸
命
に
仕
事
し
な
が
ら
子

育
て
に
頑
張
る
若
い
世
帯
に
こ

そ
温
か
い
支
援
の
手
を
大
き
く

し
た
い
。
ど
の
子
に
も
健
康
で

文
化
的
な
最
低
限
の
安
心
で
き

る
生
活
を
保
障
し
て
こ
そ
、
こ

の
国
の
未
来
の
明
る
さ
が
見
え

て
く
る
は
ず
。

生
保
見
直
し
問
題
に
冷
静
な
目
を

　
社
会
保
障
に
深
刻
な
影
響

　
東
日
本
大

震
災
・
東
京

電
力
福
島
第

一
原
発
事
故

か
ら
2
年
に
な
ろ
う
と
し
て
い

る
。
2
0
1
2
年
6
月
21
日
に

「
原
発
事
故
子
ど
も
・
被
災
者

支
援
法
」
が
可
決
成
立
し
た
。

原
発
事
故
で
の
放
射
性
物
質
に

よ
る
放
射
線
が
人
の
健
康
に
お

よ
ぼ
す
危
険
に
つ
い
て
科
学
的

に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
と
し
な

が
ら
も
、
一
定
の
基
準
以
上
の

放
射
線
量
が
計
測
さ
れ
る
地
域

の
原
発
事
故
被
災
者
が
被
災
地

に
と
ど
ま
る
か
、
あ
る
い
は
避

難
す
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
適

切
な
支
援
を
国
の
責
任
で
行
う

こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
国
に

対
し
て
低
線
量
の
放
射
線
に
よ

る
人
の
健
康
へ
の
影
響
等
に
関

す
る
調
査
研
究
お
よ
び
技
術
開

発
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
放

射
線
の
健
康
へ
の
影
響
等
に
関

し
て
学
校
教
育
、
社
会
教
育
を

行
う
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
し

て
い
る
▼
た
だ
、
ま
だ
こ
の
支

援
法
は
理
念
法
、
基
本
法
で
あ

り
、
具
体
的
な
支
援
政
策
は
こ

れ
か
ら
個
別
法
案
の
制
定
や
政

令
で
定
め
ら
れ
て
い
く
▼
被
災

地
か
ら
避
難
さ
れ
て
い
る
人
々

は
、
も
う
す
で
に
子
ど
も
そ
し

て
自
分
の
健
康
へ
の
不
安
、
生

活
の
不
安
な
ど
ス
ト
レ
ス
を
感

じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
自
体
が

健
康
被
害
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え

な
い
▼
国
は
今
ま
で
進
め
て
き

た
原
子
力
施
策
を
見
直
し
、
自

ら
の
責
任
の
も
と
、
早
急
に
被

災
者
の
意
見
、
思
い
を
受
け
止

め
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

支
援
法
の
理
念
に
違
わ
ぬ
よ
う

具
体
的
な
法
案
を
制
定
し
、
政

令
を
定
め
、
支
援
法
に
命
を
吹

き
込
ん
で
ほ
し
い
。
我
々
も
国

の
今
後
の
動
き
を
注
視
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 （
治
）

　
協
会
は
2
月
9
日
、
講
演
会
「
内
部
被
ば
く
の
専
門
家
と
当
事
者
と
と
も
に
考
え
る
『
被
ば

く
を
知
る
』」
を
開
催
し
た
。
参
加
者
は
38
人
。
岐
阜
環
境
医
学
研
究
所
所
長
・
市
民
と
科
学

者
の
内
部
被
曝
問
題
研
究
会
副
理
事
長
で
あ
る
松
井
英
介
氏
が
低
線
量
被
ば
く
の
影
響
を
、
福

島
県
か
ら
避
難
し
、「
避
難
者
と
支
援
者
を
結
ぶ
京
都
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
み
ん
な
の
手
」
代
表
で

あ
る
西
山
祐
子
氏
が
、
被
災
者
の
方
々
の
思
い
に
つ
い
て
語
っ
た
。

 

（
講
演
会
の
模
様
は
保
険
医
専
用
サ
イ
ト
に
て
閲
覧
で
き
る
。
後
日
、
抄
録
集
も
発
行
予
定
）

見
え
な
い
恐
怖
を
知
る
た
め
に

　
松
井
氏
は
、
様
々
な
核
種
に

つ
い
て
、
体
内
に
取
り
込
ま
れ

た
時
の
影
響
な
ど
に
つ
い
て
説

明
。
同
時
に
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ

リ
事
故
で
汚
染
さ
れ
た
地
域
の

住
民
が
立
ち
上
が
っ
て
、
被
ば

く
か
ら
子
ど
も
た
ち
を
守
り
、

自
分
た
ち
の
生
活
を
守
る
た
め

の「
権
利
」を
主
張
し
た
チ
ェ
ル

ノ
ブ
イ
リ
法
を
紹
介
。
こ
の
法

律
で
は
、
年
間
1

ｍ
sv
を
超
え
る
場

所
か
ら
避
難
す
る

権
利
を
国
が
保
障

し
て
お
り
、
日
本

で
も
こ
の
事
故
か

ら
学
ぶ
こ
と
が
多

い
こ
と
を
指
摘
し

事
故
は
終
わ
っ
て
い
な
い
と
訴
え

た
。

　
そ
の
ほ
か
、Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ（
国
際

放
射
線
防
護
委
員
会
）
の
問
題

点
、チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
、劣
化
ウ

ラ
ン
弾
等
の
放
射
線
被
害
の
状

況
や
、
福
島
県
で
の
原
発
労
働

者
被
ば
く
、
除
染
の
問
題
点
、

避
難
先
で
の
孤
独
死
の
問
題
な

ど
を
説
明
、
問
題
は
終
わ
っ
て

い
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
。

　
西
山
氏
は
両
親
と
娘
と
一
緒

に「
安
心
」を
求
め
て
福
島
県
か
ら
避
難
し
て
き
た
。
医
療
に
つ

い
て
は
、
検
査
の
期
間
に
こ
だ

医
療
者
は
訴
え
に
ど
う
向
き
合
う
べ
き
か

被
災
者
と
と
も
に
被
ば
く
を
考
え
る

わ
ら
ず
、
同
じ
医
師
に
継
続
し

て
診
て
ほ
し
い
な
ど
の
要
望
を

語
っ
た
。

　
ま
た
、
補
償
問
題
等
に
よ

り
、
避
難
者
や
福
島
県
に
い
る

人
た
ち
の
間
で
確
執
や
温
度
差

が
生
ま
れ
る
こ
と
が
最
も
悲
し

い
と
訴
え
、
被
災
者
支
援
法

で
、
住
宅
保
障
・
避
難
元
に
い

る
家
族
に
会
う
た
め
の
交
通

費
・
避
難
の
権
利
の
保
障
、
健

康
診
断
・
生
活
支
援
な
ど
を
求

め
た
。
ま
た
、
事
故
を
風
化
さ

せ
な
い
こ
と
や
、
虐
待
等
の
事

態
を
生
ま
な
い
よ
う
に
、
避
難

者
の
大
部
分
を
占
め
る
母
子
避

難
者
へ
の
ケ
ア
も
必
要
と
訴
え

た
。

　
最
後
に
避
難
し
て
き
た
人
た

ち
と
、
様
々
な
人
た
ち
が
つ
な

が
り
を
持
つ
こ
と
こ
そ
が
ケ
ア

に
つ
な
が
っ
て
い
く
、
と
も
に

い
て
く
れ
る
だ
け
で
十
分
で
あ

る
と
述
べ
た
。

　
な
お
、
避
難
者
の
方
に
「
医

　
京
都
府
保
険
医
協
会
の
代
議

員
お
よ
び
予
備
代
議
員
は
、
2

0
1
3
年
4
月
30
日
を
も
っ

て
、
任
期（
2
カ
年
）が
終
了
と

な
り
ま
す
の
で
、
京
都
府
保
険

医
協
会
規
約
第
14
条
お
よ
び
選

挙
規
定
第
2
章
「
代
議
員
お
よ

び
予
備
代
議
員
の
選
挙
規
定
」

に
よ
り
次
の
通
り
選
挙
の
公
示

を
し
ま
す
。

　
▽
公
　
示
＝
3
月
5
日（
火
）

　
▽
立
候
補
締
切
日
時
＝
3
月

14
日
（
木
）
午
後
4
時

　
▽
定
　
数
＝
代
議
員
92
人
、

予
備
代
議
員
92
人 

注
１
）

代議員・予備代議員の
改選公示

代議員・予備代議員地区別定数一覧
会員数は2013年２月１日現在

療
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」
に

も
協
力
を
得
、
不
安
に
思
う
気
持
ち
を
受
け
止
め
て
ほ
し
い
な

ど
の
声
が
集
ま
っ
た
。

　
地
区
別
定
数
は
、
別
表
の
一

覧
表
の
通
り
。

　
▽
任
　
期
＝
2
カ
年
：
13
年

5
月
1
日
〜
15
年
4
月
30
日

　
▽
立
候
補
届
出
方
法
＝
立
候

補
さ
れ
る
方
は
立
候
補
届
出
書

に
所
定
の
事
項
を
記
入
・
押
印

の
う
え
、
締
切
期
日
ま
で
に
当

該
所
属
地
区
医
師
会
長
で
取
り

ま
と
め
て
い
た
だ
く
か
、
ま
た

は
本
協
会
事
務
局
気
付
、
京
都

府
保
険
医
協
会
代
議
員
会
議
長

ま
で
ご
提
出
下
さ
い
。
注
2
）

　
▽
選
挙
公
報
＝
選
挙
規
定
第

27
条
に
よ
り
、
定
数
以
上
の
立

候
補
の
あ
る
と
き
は
投
票
に
よ

る
選
挙
と
な
り
ま
す
。「
選
挙
」

は
任
期
の
終
わ
る
前
30
日
以
内

に
行
い
ま
す
。ま
た
、同
規
定
第

22
条
に
よ
り
、
選
挙
に
関
す
る

管
理
は
各
地
区
医
師
会
長
に
委

注
1
）
規
約
第
14
条
の
1
及
び

選
挙
規
定
第
20
条
に
よ
り
以
下

の
定
数
と
し
ま
す
。「
代
議
員

及
び
予
備
代
議
員
は
同
数
と

し
、
定
数
は
各
地
区
医
師
会
の

区
域
で
本
協
会
会
員
30
人
ま
で

は
1
人
、
30
人
を
超
え
る
場
合

に
は
30
人
ま
た
は
そ
の
端
数
を

増
す
ご
と
に
1
人
を
加
え
た
員

数
と
す
る
」

注
2
）
立
候
補
届
出
書
及
び
選

挙
人
名
簿
（
13
年
2
月
1
日

付
）
は
既
に
各
地
区
医
師
会
長

宛
に
送
付
致
し
ま
し
た
。
ま
た

立
候
補
届
出
書
及
び
選
挙
人
名

簿
は
本
協
会
事
務
局
に
も
用
意

し
て
あ
り
ま
す
。

締切は 3 月14日 午後 4 時

任
し
ま
す
。
選
挙
の
行
わ
れ
る

地
区
に
つ
い
て
は
、
立
候
補
者

の
氏
名
や
選
挙
方
法
等
の
公
報

を
、
3
月
20
日
号
の
京
都
保
険

医
新
聞
に
掲
載
し
ま
す
。

地　区 会員数 代議員 予　備
代議員

北 95 4 4
上　東 66 3 3
西　陣 114 4 4
中　東 74 3 3
中　西 137 5 5
下　東 78 3 3
下　西 149 5 5
左　京 206 7 7
右　京 164 6 6
西　京 124 5 5
東　山 65 3 3
山　科 109 4 4
伏　見 241 9 9
乙　訓 121 5 5
宇　久 199 7 7
綴　喜 84 3 3
相　楽 80 3 3
亀　岡 58 2 2
船　井 40 2 2
綾　部 22 1 1
福知山 61 3 3
舞　鶴 53 2 2
与　謝 39 2 2
北　丹 28 1 1
総　計 2,407 92 92

講師の松井英介氏

2 0 1 ３ 年 （平成 2 ５ 年） ３ 月 ５ 日 第 2 8 ５ 0 号京 都 保 険 医 新 聞 毎月 ５日・20日・2５日発行（ 1 ）

メディカルページ http://www.healthnet.jp　保険医専用サイト http://www.hokeni.jp（ユーザー名・パスワードとも kyohoi)　メールアドレス info@hokeni.jp

主な内容

推
進
法
・
Ｔ
Ｐ
Ｐ
で
議
員
要
請�

（
2
面
）

税
務
調
査
で
国
税
局
交
渉�

（
3
面
）

Ｈ
・
ピ
ロ
リ
に「
胃
炎
」追
加�

（
6
面
）



が
、
最
終
的
に
は
国
民
負
担
を

求
め
て
い
く
し
か
な
い
。
医
療

内
容
に
よ
っ
て
は
自
己
負
担
率

を
上
げ
る
な
ど
の
措
置
を
取
ら

な
け
れ
ば
、
制
度
の
維
持
は
不

可
能
で
は
な
い
か
。
政
権
与
党

に
対
し
、
す
べ
て
の
政
策
に
反

対
し
て
い
て
は
前
進
も
実
り
も

な
い
、と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

協
会
か
ら
は
、
現
政
権
の
日
本

経
済
を
強
く
す
る
政
策
は
反
対

す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
べ
て

反
対
で
は
な
く
、
是
々
非
々
で

い
き
た
い
が
、
現
在
の
自
民
党

は
、〝
医
療
崩
壊
〞
を
招
い
た

小
泉
政
権
時
代
に
戻
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。
経
済
財
政
諮

問
会
議
も
再
開
さ
れ
れ
ば
、
財

界
の
意
向
を
汲
ん
で
社
会
保
障

を
抑
制
す
る
だ
ろ
う
。
国
民
負

担
に
つ
い
て
は
議
論
が
必
要
と

考
え
る
。
し
か
し
我
々
は
あ
く

ま
で
社
会
保
障
の
充
実
を
追
求

し
て
い
き
た
い
と
述
べ
た
。

　
ま
た
、
協
会
か
ら
の
提
供
資

料
に
つ
い
て
、
現
在
も
ス
リ
ム

化
に
努
め
て
い
る
が
、
協
会
の

活
動
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め

に
も
、
今
後
も
工
夫
を
重
ね
て

会
員
に
目
を
通
し
て
い
た
だ
け

る
よ
う
尽
力
し
た
い
と
応
え

た
。 

　
左
京
医
師
会
と
の
懇
談
会
を

1
月
12
日
に
開
催
、
地
区
か
ら

21
人
、
協
会
か
ら
7
人
が
出
席

し
た
。
左
京
医
師
会
の
赤
木
太

郎
副
会
長
の
司
会
で
開
会
、
原

山
憲
治
会
長
は
挨
拶
で
「
圧
倒

的
多
数
で
政
権
を
奪
回
し
た
安

倍
政
権
は
、
今
の
勢
い
で
ど
ん

ど
ん
経
済
政
策
を
進
め
る
一

方
、
社
会
保
障
が
忘
れ
去
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て

い
る
。
こ
の
懇
談
会
は
大
変
重

要
と
考
え
て
い
る
の
で
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
た
い
」
と
述
べ

た
。
次
い
で
協
会
の
関
理
事
長

が
挨
拶
。
協
会
か
ら
①
診
療
報

酬
改
定
後
半
年
の
変
化
、
②
社

会
保
障
制
度
改
革
推
進
法
の
問

題
点
と
開
業
医
医
療
の
役
割
、

③
韓
米
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
学
ぶ
Ｔ
Ｐ
Ｐ

の
問
題
―
に
つ
い
て
解
説
し
、

意
見
交
換
し
た
。

　
協
会
か
ら
は
2
0
1
2
年
度

診
療
報
酬
改
定
に
つ
い
て
、
診

療
所
は
在
宅
医
療
に
取
り
組
む

と
こ
ろ
の
み
評
価
を
上
げ
、
地

域
医
療
の
担
い
手
と
し
て
全
体

を
評
価
す
る
方
向
性
は
示
さ
れ

な
か
っ
た
。
そ
の
背
景
は
「
社

会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
」
で

あ
り
、
団
塊
の
世
代
が
後
期
高

齢
者
と
な
る
2
0
2
5
年
に
向

け
て
、
入
院
医
療
の
再
編
と
在

宅
医
療
の
強
化
を
主
眼
と
す
る

改
定
の
第
1
弾
で
あ
っ
た
。
診

療
所
関
連
の
主
な
改
定
項
目
の

4
点
①
機
能
強
化
型
が
新
設
さ

れ
た
在
宅
療
養
支
援
診
療
所
、

②
時
間
外
対
応
加
算
1
・
2
・

3
の
創
設
、
③
後
発
医
薬
品
の

使
用
を
促
す
一
般
名
処
方
加
算

の
創
設
、
④
入
院
基
本
料
の
施

設
基
準
に
管
理
栄
養
士
の
配
置

義
務
化
―
に
つ
い
て
、
左
京
区

を
は
じ
め
京
都
府
内
の
届
出
状

況
や
会
員
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
等

を
説
明
し
た
。

　
地
区
か
ら
は
、
今
後
の
医
療

運
動
に
つ
い
て
、
現
政

権
と
ど
う
対
峙
し
て
い

く
の
か
。
関
理
事
長
の

談
話
「
第
46
回
衆
議
院

総
選
挙
結
果
に
関
し

て
」（
本
紙
1
月
20
日

号
掲
載
）
は
そ
の
通
り

と
考
え
る
。
一
方
、
現

状
の
社
会
保
障
の
維
持

の
た
め
に
消
費
税
増
税

と
い
う
考
え
が
あ
る

　
安
倍
首
相
が
オ
バ
マ
米
大
統

領
と
2
月
23
日
に
会
談
し
、
日

本
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
（
環
太
平
洋
経
済

連
携
協
定
）
交
渉
参
加
に
つ
い

て
「
あ
ら
か
じ
め
全
て
の
関
税

撤
廃
の
約
束
を
求
め
ら
れ
な

い
」
と
の
共
同
声
明
を
発
表
。

こ
れ
を
受
け
て
交
渉
参
加
表
明

が
近
く
行
わ
れ
、
交
渉
参
加
す

る
可
能
性
が
高
く
な
っ
て
き
た
。

　
協
会
が
各
種
団
体
と
と
も
に

立
ち
上
げ
た
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
反

対
京
都
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
は
25

日
に
、
烏
丸
四
条
に
て
緊
急
宣

活
動
を
行
う
。
協
会
会
員
に
は

Ｆ
Ａ
Ｘ
ネ
ッ
ト
登
録
者
に
賛
同

署
名
の
依
頼
を
送
付
し
て
い
る

の
で
、
ぜ
ひ
ご
協
力
を
お
願
い

し
た
い
。

　
陳
情
書
は
3
月
6
日
に
府
議

会
に
提
出
す
る
予
定
で
、
第
１

次
賛
同
署
名
も
併
せ
て
提
出
す

る
が
、
引
き
続
き
署
名
は
19
日

ま
で
集
約
し
て
追
加
提
出
す
る
。

伝
行
動
を
行
う
と

と
も
に
、京
都
府
、

京
都
市
の
議
会
に

「
国
に
対
し
Ｔ
Ｐ

Ｐ
参
加
の
断
念
を

求
め
る
陳
情
書
」

を
提
出
す
る
こ
と

と
し
た
。
陳
情
書

を
通
じ
て
府
民
の

反
対
の
声
を
届
け

る
べ
く
、
さ
ま
ざ

ま
な
団
体
や
個
人

に
賛
同
を
広
げ
る

Ｔ
Ｐ
Ｐ 

安
倍
首
相
が
表
明
へ

　
政
権
交
代
後
初
の
通
常
国
会

開
催
中
の
2
月
7
日
、
垣
田
さ

ち
子
副
理
事
長
と
事
務
局
が
国

会
議
員
要
請
を
行
っ
た
。
直
接

面
談
し
た
の
は
、
民
主
党
の
山

井
和
則
衆
院
議
員
・
福
山
哲
郎

参
院
議
員
、
日
本
共
産
党
の
穀

田
恵
二
衆
院
議
員
・
井
上
哲
士

参
院
議
員
の
4
氏
。

　
面
談
で
は
、社
会
保
障・税
一

体
改
革
関
連
法
で
あ
る
「
社
会

保
障
制
度
改
革
推
進
法
」
の
抜

本
的
見
直
し
、
も
し
く
は
廃
止

を
求
め
た
。ま
た
、2
0
1
2
年

5
月
に
協
会
が
行
っ
た
韓
国
へ

の
医
療
視
察
を
通
じ
、
日
本
が

Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
参
加
す
れ
ば
、
国
民

皆
保
険
制
度
だ
け
で
な
く
、
国

民
生
活
を
支
え
る
あ
ら
ゆ
る
仕

組
み
が
破
壊
さ
れ
る
と
確
信
し

た
こ
と
を
伝
え
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
参

加
し
な
い
よ
う
求
め
た
。

　
さ
ら
に
、
地
域
医
療
を
め
ぐ

る
課
題
に
つ
い
て
府
内
の
医
師

や
病
床
数
偏
在
、
ま
た
診
療
科

の
偏
在
な
ど
の
資
料
を
提
供
。

こ
の
間
、
協
会
が
行
っ
た
実
態

ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
も
提
供

し
、
資
格
証
明
書
交
付
に
よ
る

受
診
抑
制
や
窓
口
一
部
負
担
金

の
未
収
問
題
の
広
が
り
を
説

行
い
、
反
省

す
べ
き
点
は

反
省
し
、
国

民
の
信
に
応

え
ら
れ
る
よ

う
頑
張
っ
て

い
き
た
い
と

　
山
井
議
員
は
生
活
保
護
の
問

題
に
つ
い
て
、
引
き
下
げ
を
行

う
こ
と
に
よ
っ
て
保
険
料
の
減

免
や
最
低
賃
金
な
ど
に
影
響
が

波
及
す
る
。
不
正
受
給
の
是
正

は
大
切
な
こ
と
だ
が
、
引
き
下

げ
を
行
う
理
由
に
は
な
ら
な
い

と
述
べ
た
。
ま
た
、
社
会
保
障

制
度
改
革
推
進
法
の
問
題
も
大

変
大
き
い
。
社
会
保
障
改
悪
に

明
。い
か
に
医
療
機
関・患
者
に

と
っ
て
切
実
な
問
題
と
な
っ
て

い
る
の
か
を
訴
え
た
。
ま
た
、

生
活
保
護
の
切
り
下
げ
問
題
に

も
言
及
し
、
こ
の
間
の
マ
ス
コ

ミ
に
よ
る
生
活
保
護
不
正
受
給

バ
ッ
シ
ン
グ
と
引
き
下
げ
の
問

題
は
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ

る
こ
と
、
引
き
下
げ
る
こ
と
に

よ
っ
て
他
の
制
度
に
も
多
大
な

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
指
摘
。

慎
重
な
対
応
を
求
め
た
。

な
ら
な
い
よ
う
精
い
っ
ぱ
い
頑

張
っ
て
い
き
た
い
と
述
べ
た
。

　
福
山
議
員
も
生
活
保
護
の
問

題
に
つ
い
て
、
受
給
者
に
対

し
、
原
則
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
処
方

を
と
誘
導
す
る
こ
と
は
人
権

上
、
問
題
が
あ
る
。
一
部
の
不

正
受
給
や
ク
レ
ー
マ
ー
の
問
題

を
全
体
の
問
題
と
捉
え
る
こ
と

が
間
違
っ
て
い
る
。
ま
た
、
生

活
保
護
の
引
き
下
げ
に
よ
っ
て

他
制
度
へ
波
及
す
る
影
響
も
大

き
な
問
題
。
詳
細
な
試
算
が
出

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
特

に
子
育
て
世
代
に
は
多
大
な
影

響
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
真

摯
に
こ
の
問
題
と
向
き
合
っ
て

い
き
た
い
と
述
べ
た
。

　
ま
た
、
民
主
党
政
権
の
3
年

3
カ
月
の
総
括
を
し
っ
か
り
と

述
べ
た
。

　
穀
田
議
員
は
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
問
題

に
つ
い
て
、
京
都
で
行
っ
た
11

月
23
日
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
反
対
府

民
大
集
会
は
大
き
な
成
果
。
Ｔ

Ｐ
Ｐ
は
国
民
生
活
全
般
に
関
わ

る
大
き
な
問
題
と
の
認
識
か

ら
、
今
後
も
引
き
続
き
反
対
の

声
を
大
き
く
し
て
い
き
た
い
と

述
べ
た
。
ま
た
、
府
内
の
医
師

数
・
病
床
数
・
診
療
科
の
地
域

間
格
差
の
数
字
や
受
診
抑
制
の

実
態
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
、
窓
口

一
部
負
担
金
の
未
収
問
題
に
つ

い
て
見
過
ご
せ
な
い
状
況
で
あ

る
と
の
認
識
を
示
し
た
。

　
井
上
議
員
は
受
診
抑
制
あ
る

い
は
生
活
保
護
の
問
題
に
つ
い

て
、
日
常
的
に
実
態
に
接
し
て

お
ら
れ
る
医
師
か
ら
の
意
見
は

大
変
貴
重
。
推
進
法
・
Ｔ
Ｐ
Ｐ

の
問
題
に
つ
い
て
明
確
に
反
対

し
て
い
る
党
と
い
う
こ
と
で
、

協
会
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
評
価
い

た
だ
け
た
。
そ
う
し
た
声
に

し
っ
か
り
応
え
て
い
き
た
い
と

述
べ
た
。

　
自
由
民
主
党
の
安
藤
裕
衆
院

議
員
、
日
本
共
産
党
の
市
田
忠

義
参
院
議
員
に
つ
い
て
は
、
秘

書
を
通
じ
て
要
請
を
行
っ
た
。

そ
れ
以
外
の
議
員
に
つ
い
て

も
、
各
部
屋
を
訪
問
し
要
請
書

を
届
け
た
。

生
活
保
護
見
直
し
問
題
に
も
言
及

面談した山井・福山・
穀田・井上議員

28
人
が
出
席
し
て
開
催

さ
れ
た
左
京
医
師
会
と

の
懇
談
会

社
会
保
障
堅
持
へ
広
範
な
議
論
を

１
月
12
日
　
ホ
テ
ル
オ
ー
ク
ラ
京
都

左
京
医
師
会
と
懇
談

烏
丸
四
条
で
Ｔ
Ｐ
Ｐ
反
対
を

訴
え
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
メ
ン

バ
ー
ら

参加断念求め府・市に陳情
会員賛同署名にご協力を

推
進
法
・
Ｔ
Ｐ
Ｐ
で
国
会
議
員
要
請

受
診
抑
制
や
未
収
金
問
題
解
決
を
訴
え

地区医師会との懇談会2012年度

2013年春の環境ハイキング

～京都西山にスプリング・
エフェメラル（春植物）を求めて～
日　時 ４月７日 （日）
 （全行程９㎞・４時間程度）
集　合 阪急桂駅改札口 午前9時
行　程  桂駅＝タクシー＝西山団地➡

一の谷（カタクリ群生地）➡大暑山➡
小塩山➡無名谷（カタクリ・ニリンソ
ウ等群生地）➡大原野森林公園➡
出灰バス停＝高槻市

お問い合わせは協会事務局まで

要申込

右京医師会 3 月11日㈪ 午後 2 時～
 右京医師会館仮事務所

 4 月13日㈯ 午後 2 時30分～
 ガレリアかめおか

舞鶴医師会 4 月20日㈯ 午後 2 時30分～
 舞鶴メディカルセンター

亀岡市・船井
医 師 会

2 0 1 3 年 (平成 2 5 年) 3 月 5 日第 2 8 5 0 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 2 )毎月 5日･20日･25日発行



介護サービス等の種類

医療費控除の
対象

◎訪問看護
◎訪問リハビリテーション
◎居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
◎ 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
◎短期入所療養介護【ショートステイ】
• 定期巡回・随時対応型訪問介護看護（一体型事業所
で訪問看護を利用する場合）
• 複合型サービス（上記の居宅サービスを含む組み合
わせにより提供されるもの。生活援助が中心の場合
を除く）
•介護老人保健施設
•介護療養型医療施設

上記の居宅
サービスと併
せて利用する
場合のみ医療
費控除の対象

◎ 訪問介護【ホームヘルプサービス】（生活援助（調理、
洗濯、掃除等の家事の援助）中心型を除く）
◎訪問入浴介護　◎通所介護【デイサービス】
◎短期入所生活介護【ショートステイ】
◎夜間対応型訪問介護
◎認知症対応型通所介護
◎小規模多機能型居宅介護
• 定期巡回・随時対応型訪問介護看護（一体型事業所
で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所に
限る）
• 複合型サービス（上記の居宅サービスを含まない組
合せにより提供されるもの。生活援助が中心の場合
を除く）

1/2が医療費
控除の対象

•介護老人福祉施設
•地域密着型介護老人福祉施設

医療費控除の
対象とならな
い

◎ 認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループ
ホーム】
◎特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
•地域密着型特定施設入居者生活介護
◎福祉用具貸与

◎印は介護予防サービスも同様
※ 自己負担額（対象費用の額が記載された「居宅サービス利用料領収
証」）の添付または提示が必要

　
保
団
連
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
は
、

2
月
13
日
に
、
大
阪
国
税
局
と

懇
談
を
行
っ
た
。
当
日
は
安
藤

元
博
大
阪
協
会
副
理
事
長
・
保

団
連
副
会
長
、
伴
貞
興
理
事
、

内
田
亮
彦
京
都
協
会
副
理
事

長
、
事
務
局
併
せ
て
12
人
が
参

加
し
た
。

　
大
阪
国
税
局
か
ら
は
、
木
ノ

元
隆
則
総
務
課
長
補
佐
他
1
人

が
対
応
し
た
。

　
懇
談
は
、
安
藤
保
団
連
副
会

長
の
挨
拶
で
始
ま
り
、
12
年
12

月
16
日
付
で
提
出
し
た
「
税
務

行
政
の
改
善
を
求
め
る
要
望

書
」
で
改
善
を
求
め
た
14
項
目

に
基
づ
い
て
進
め
ら
れ
た
。
特

に
、
13
年
1
月
か
ら
改
正
国
税

通
則
法
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
税
務
調
査
が
ど
の
よ
う
に

変
化
す
る
の
か
に
つ
い
て
重
点

的
に
懇
談
し
た
。

　
懇
談
で
は
、
事
前
通
知
に
つ

い
て
「
14
日
前
ま
で
に
行
う
こ

と
」「
書
面
通
知
に
よ
る
こ
と
」

を
要
望
し
た
が
、
法
改
正
に
よ

り
、
手
続
き
が
明
確
化
さ
れ
、

「
事
前
通
知
を
予
め
行
う
」「
相

当
の
時
間
的
余
裕
を
置
い
て
行

う
」
と
規
定
さ
れ
た
が
、
具
体

的
に
何
日
前
と
基
準
を
定
め
る

こ
と
は
適
当
で
な
い
。
事
前
通

知
は
電
話
等
で
実
施
し
、
こ
れ

ま
で
も
電
話
で
行
っ
て
き
た
が

円
滑
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
今

後
も
従
来
通
り
電
話
で
実
施
す

る
と
回
答
し
た
。

　
ま
た
、
事
前
通
知
に
お
け
る

調
査
理
由
は
納
税
者
が
納
得
で

き
る
具
体
的
理
由
を
明
ら
か
に

す
る
よ
う
求
め
た
が
、
法
令
事

項
で
は
な
い
た
め
、
改
正
趣
旨

に
鑑
み
て
適
正
に
行
う
と
い
う

回
答
に
と
ど
ま
っ
た
。

　
今
回
の
法
改
正
で
新
た
に
規

定
さ
れ
た
、
帳
簿
書
類
等
の
物

件
の
「
提
示
」「
提
出
」「
留
置

き
」
に
つ
い
て
の
意
見
交
換
で

は
、「
留
置
き
」と
は
、帳
簿
類

を
税
務
署
に
持
ち
帰
る
こ
と
だ

が
、
こ
れ
は
や
む
を
得
ず
留
置

く
必
要
が
あ
り
、
留
置
く
こ
と

が
合
理
的
と
判
断
さ
れ
た
場
合

に
行
わ
れ
る
。
あ
く
ま
で
も
納

税
者
の
理
解
と
協
力
の
も
と
で

実
施
す
る
と
し
、
納
税
者
の
承

諾
が
な
け
れ
ば
強
制
的
に
持
ち

帰
る
こ
と
は
な
い
と
回
答
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
保
団
連
側
か

ら
、
書
面
に
よ
る
通
知
は
法
律

に
禁
止
事
項
と
な
っ
て
い
な
い

た
め
、
電
話
連
絡
の
後
に
書
面

通
知
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、

法
律
が
変
わ
っ
た
の
だ
か
ら
、そ

う
し
た
対
応
を
求
め
る
と
し
た
。

　
ま
た
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
デ
ー

タ
の
留
置
き
に
つ
い
て
も
見
解

を
質
し
た
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

デ
ー
タ
を
預
か
っ
た
場
合
は
、

税
務
署
で
確
実
に
破
棄
す
る
と

回
答
。
し
か
し
、
破
棄
し
た
日

時
を
納
税
者
に
通
知
す
る
こ
と

に
は
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
通

知
す
る
よ
う
求
め
た
。

　
カ
ル
テ
に
つ
い
て
は
、
医
師

に
は
守
秘
義
務
が
あ
り
、
患
者

と
の
信
頼
関
係
を
損
ね
る
の
で

開
示
や
持
ち
帰
り
を
求
め
な
い

こ
と
、
お
よ
び
求
め
に
応
じ
な

い
こ
と
を
も
っ
て
調
査
拒
否
と

み
な
さ
な
い
よ
う
に
求
め
た
。

　
毎
年
ト
ラ
ブ
ル
が
報
告
さ
れ

る
、
支
払
機
関
か
ら
の
調
書
の

解
釈
に
つ
い
て
、
支
払
基
金
か

ら
の
当
座
口
振
込
通
知
書
の
書

式
が
12
年
6
月
か
ら
変
更
さ
れ

て
い
る
た
め
、
通
知
書
の
正
確

な
解
釈
を
署
員
に
周
知
徹
底
す

る
こ
と
を
求
め
た
。

　
ま
た
、
帳
簿
類
を
持
ち
帰
る

際
の
「
預
り
証
」
は
担
当
者
名

で
発
行
さ
れ
る
が
、
調
査
責
任

者
で
あ
る
税
務
署
長
名
で
発
行

す
べ
き
と
改
善
を
求
め
た
。

　
最
後
に
内
田
副
理
事
長
よ

り
、
毎
年
懇
談
す
る
こ
と
で
意

思
疎
通
が
図
ら
れ
る
こ
と
へ
の

謝
辞
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
税

務
署
側
は
強
要
し
な
い
と
言
っ

て
い
て
も
、
調
査
現
場
に
お
い

て
は
強
要
さ
れ
て
い
る
と
感
じ

る
納
税
者
の
受
け
止
め
方
に
配

慮
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
懇
談

終
了
の
挨
拶
を
行
っ
た
。

法
改
正
で
税
務
調
査
が
ど
う
変
わ
る
？

改
正
国
税
通
則
法
で
国
税
局
と
懇
談

　
協
会
は
2
月
19
日
、2
0
1

2（
平
成
24
）年
分
白
色
確
定
申

告
説
明
会
を
開
催
し
た
。

　
当
日
は
、
鴨
井
勝
也
税
理
士

よ
り
、2
0
1
2（
平
成
24
）
年

分
確
定
申
告
に
お
け
る
主
な
改

正
点
と
し
て
、
生
命
保
険
料
控

除
の
改
正
と
金
地
金
等
の
譲
渡

の
対
価
に
係
る
支
払
調
書
の
創

設
の
2
点
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

　
そ
の
他
留
意
点
と
し
て
、
生

命
保
険
料
控
除
の
改
正
に
よ

り
、
確
定
申
告
書
Ｂ
の
第
二
表

⑫
社
会
保
険
料
控
除
欄
が
2
行

と
な
っ
た
た
め
、
国
民
年
金
や

国
民
年
金
基
金
等
控
除
証
明
書

を
添
付
す
る
も
の
は
合
計
し
て

記
入
す
れ
ば
よ
い
、
往
診
用
自

動
車
の
譲
渡
損
は
事
業
割
合
を

勘
案
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を

述
べ
た
。

　
な
お
、
今
回
は
説
明
会
に
先

立
っ
て
、
14
年
1
月
か
ら
白
色

申
告
を
し
て
い
る
個
人
事
業
主

へ
の
記
帳
義
務
化
に
つ
い
て
、

下
京
税
務
署
特
別
記
帳
指
導

生
命
保
険
料
控
除
な
ど

改
正
点
を
解
説

白
色
確
定
申
告
説
明
会
開
く

官
・
伊
藤
洋
一
氏
か
ら
告
知
が

行
わ
れ
た
。

　
生
命
保
険
料
控
除
の
改
正
は

以
下
の
通
り
。

　（
1
）
か
ら
（
3
）
ま
で
に

よ
る
各
保
険
料
控
除
の
合
計
適

用
限
度
額
が
12
万
円
と
さ
れ
た
。

　（
1
）
2
0
1
2
（
平
成
24
）

年
1
月
1
日
以
後
に
締
結
し
た

保
険
契
約
等
に
係
る
控
除

　
イ
　
2
0
1
2
（
平
成
24
）

年
1
月
1
日
以
後
に
生
命
保
険

会
社
又
は
損
害
保
険
会
社
等
と

締
結
し
た
新
保
険
契
約
等
の
う

ち
「
介
護
医
療
保
険
料
」
に
つ

い
て
、
介
護
医
療
保
険
料
控
除

（
適
用
限
度
額
4
万
円
）
が
設

け
ら
れ
た
。

　
ロ
　
新
契
約
に
係
る
一
般
生

命
保
険
料
控
除
及
び
個
人
年
金

保
険
料
控
除
の
適
用
限
度
額

は
、そ
れ
ぞ
れ
4
万
円
と
さ
れ
た
。

　（
2
）
2
0
1
1
（
平
成
23
）

年
12
月
31
日
以
前
に
締
結
し
た

保
険
契
約
等
に
係
る
控
除

　
2
0
1
1
（
平
成
23
）
年
12

月
31
日
以
前
に
生
命
保
険
会
社

又
は
損
害
保
険
会
社
等
と
締
結

し
た
旧
保
険
契
約
等
に
つ
い
て

は
、
従
前
の
一
般
生
命
保
険
料

控
除
及
び
個
人
年
金
保
険
料
控

除
（
そ
れ
ぞ
れ
適
用
限
度
額
5

万
円
）
が
適
用
さ
れ
る
。

　（
3
）
2
0
1
2
（
平
成
24
）

年
1
月
1
日
以
後
に
締
結
し
た

保
険
契
約
等
に
基
づ
く
新
生
命

保
険
料
、
介
護
医
療
保
険
料
、

新
個
人
年
金
保
険
料
に
係
る
控

除
額
（
各
最
高
4
万
円
の
控
除

額
）及
び
2
0
1
1
（
平
成
23
）

年
12
月
31
日
以
前
に
締
結
し
た

保
険
契
約
等
に
基
づ
く
旧
生
命

保
険
料
、
旧
個
人
年
金
保
険
料

に
係
る
控
除
（
各
最
高
5
万
円

の
控
除
額
）
の
合
計
が
最
高
12

万
円
（
改
正
前
：
最
高
10
万

円
）
と
さ
れ
た
。

　確定申告時において、医療費を一定金額以
上支払っている場合、医療費控除として所得
から差し引くことができます。
　医療費控除の範囲をお知らせしますので、
先生方はもちろん患者のみなさんにも周知下
さい。
　なお、医療費控除の申請については領収書
の原本提示が必要ですが、税務署では領収書
の確認ができれば領収書を本人に返却すると
しています（申告書郵送時の場合は、返戻を
希望する旨の書面及び返信封筒を同封するこ
とが必要）。申告後、高額療養費や高額医療費

の償還申請に使用する際は領収書を返却して
もらって下さい。
　医療費控除の対象となるのは、本人分だけ
でなく生計を一にする配偶者やその他の親族
分も対象となります。
　医療費控除のみの還付申告については、確
定申告期間の3月15日以降でも取扱いをして
いますので、医療費控除の適用が受けられる
方は還付申告をして下さい。
　2012（平成24）年4月1日以後に支払った、
介護福祉による喀痰吸引等の費用も対象とな
りました。

 医療費控除対象の範囲

　①医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
　②治療、療養のために必要な医薬品の購入費
　③病院、診療所、介護療養型医療施設、介
護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、指
定地域密着型介護老人福祉施設、助産所へ支
払った入院費、入所費
　④治療のためにあんま・マッサージ・指圧
師、はり師、きゅう師、柔道整復師に支払っ
た施術費
　⑤保健師や看護師又は准看護師に療養（在
宅療養を含む）上の世話を受けた費用及び療
養上の世話を受けるために特に依頼した人に
支払った療養上の世話の費用
　⑥助産師による分べんの介助および妊婦の
保健指導の費用
　⑦介護福祉士による喀痰吸引等または認定
特定行為業務従事者（一定の研修を受けた介
護職員等）による特定行為（平成24年4月1
日以後に支払うもの）
　⑧国民健康保険で療養の給付を受けた人の
市町村や特別区または健康保険組合からの告

知書などに基づいて納付した療養費の一部負
担金
　⑨次のような費用で、医師等による診療や
治療などを受けるために直接必要なもの
　ａ．通院費用、入院の部屋代や食事代の費
用、医療用器具の購入代や賃借料の費用で通
常必要なもの
　ｂ．日常最低限の用をたすための義手、義
足、松葉づえ、補聴器、義歯などの購入の費
用
　ｃ．身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、
児童福祉法などの規定により都道府県や市町
村に納付する費用のうち、医師などの診療費
用又はa.b.の費用に当たるもの
　⑩骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植の
あっせんに係る患者負担金
　⑪日本臓器移植ネットワークに支払う臓器
移植のあっせんに係る患者負担金
　⑫特定保健指導費（高血圧症、脂質異常症、
糖尿病と同等の状態であると認められる基準
を満たしている場合）

　①おむつ購入費用および賃借料
　※ただし、イ．傷病によりおおむね6カ月
以上にわたり寝たきり状態にあると認められ
る者、ロ．その傷病について医師による治療
を継続して行う必要があり、おむつの使用が
必要と認められる者。イ．ロ．いずれにも該
当し、治療を行っている医師が記載した「お
むつ使用証明書」の提示があること
　※おむつ代の医療費控除を受けることが2年
目以降で介護保険法の要介護認定を受けてい
る一定の人は、市町村が主治医意見書の内容
を確認した書類または主治医意見書の写しを
「おむつ使用証明書」に代えることができる
　②ストマ用装具に係る費用
　※退院後も継続してストマケアの治療を受
ける必要があり、その治療上、適切なストマ
用装具を消耗品として使用することが必要不

可欠であると医師が認めて発行した「ストマ
用装具使用証明書」の提示がある場合
　③温泉利用型健康増進施設（クアハウス）
として認定を受けた施設で、医師の指導によ
り温泉療養を行うための利用料金
　※医師が発行した「温泉療養証明書」の提
示が必要
　※治療のために支払われた設備の利用料等
であることを明記した施設の領収書が必要
　④指定運動療法施設（スポーツクラブ等）
として認定を受けた施設で、医師が治療のた
めに患者に運動療法を行わせるために必要な
利用料金
　※医師が発行した「運動療法実施証明書」
の提示が必要
　※治療のための施設の利用料であることを
明記した施設の領収書が必要

　①指定介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）等
の施設サービス
　要介護度1～5の認定を
受け指定介護老人福祉施設
または指定地域密着型介護
老人福祉施設に入所する人
の介護費、食費、居住費の
自己負担額の2分の1相当
額
　※対象費用の額が記載さ
れた指定介護老人福祉施設
利用料等領収証の添付また
は提示が必要
　②居宅サービス
　居宅サービス計画または
介護予防サービス計画に基
づいて右表の対象となる居
宅サービス等を利用する人
の自己負担額
　③介護保険制度下で実施
される介護福祉士等による
喀痰吸引
　医療費控除の対象となっ
ていなかった右表の居宅
サービス等を利用し、か
つ、当該居宅サービス等に
おいて実施されるもの。居
宅サービス等に要する費用
の自己負担額の10分の1
　※「居宅サービス等利用
料領収証（喀痰吸引等用）」
の添付または提示が必要

  通常の医療費

医療費控除の範囲について

  特別な費用・施設の利用料金

  介護保険関係

大阪国税局交渉に臨む内田副理事長ら

第 2 8 5 0 号( 3 ) 2 0 1 3 年 (平成 2 5 年) 3 月 5 日 京 都 保 険 医 新 聞 毎月 5日･20日･25日発行



　
大
衆
薬
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販

売
を
一
律
に
禁
止
す
る
の
は
違
法

だ
と
す
る
最
高
裁
判
決
が
出
て
反

響
を
呼
ん
で
い
る
。
判
決
は
、
行

政
が
明
確
な
法
的
根
拠
の
な
い
ま

ま
に
安
易
に
省
令
に
頼
り
、
薬
販

売
に
大
幅
な
制
限
を
加
え
て
い
る

こ
と
を
戒
し
め
た
も
の
だ
。
新
聞

は
「
憲
法
が
保
障
す
る
職
業
選
択

の
自
由
を
尊
重
し
た
判
断
と
い
え

る
」「
国
民
の
権
利
を
制
約
し
た

い
行
政
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
」
と

評
し
て
い
る
。

　
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
ほ
し
い
。
人

気
の
痛
み
止
め
薬
「
ロ
キ
ソ
ニ

ン
」。
こ
れ
は
大
衆
薬
で
薬
局
で

自
由
に
買
え
る
。
し
か
し
、
確
か

に
改
正
薬
事
法
に
よ
る
省
令
で
、

副
作
用
リ
ス
ク
の
高
い
薬
（
第
1

類
）
と
し
て
通
信
販
売
を
禁
止

寄 稿特 別 莇　立明（弁護士）

開
業
支
援
は
協
会
に
お
任
せ
く
だ
さ
い
!!

　
新
規
開
業
を
考
え
て
い
る
勤
務
医
を
対
象
に
、
協
会
は

1
月
27
日
に
「
新
規
開
業
予
定
者
の
た
め
の
講
習
会
」
を

開
催
し
た
。
共
催
は
有
限
会
社
ア
ミ
ス
。
第
1
講
目
は
、

「
先
輩
開
業
医
の
事
例
か
ら
学
ぶ
、
開
業
準
備
の
チ
ェ
ッ

ク
ポ
イ
ン
ト
」
を
株
式
会
社
日
本
医
業
総
研
シ
ニ
ア
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
・
田
中
徳
一
氏
が
講
演
。
第
2
講
目
は
、
い

し
だ
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長
・
石
田
敏
博
氏
よ
り
「
先
輩
開
業

医
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
」
と
し
て
開
業
時
の
経
験
談
を
お

話
し
い
た
だ
い
た
。

開
業
時
の
ア
ド
バ
イ
ス
を

行
う
石
田
敏
博
氏
　
　
　

　
第
1
講
目
は
、
新
規
開
業
支

援
を
多
数
手
が
け
た
田
中
氏
が

こ
れ
ま
で
の
事
例
を
も
と
に
ア

ド
バ
イ
ス
を
行
っ
た
。

　
10
年
前
は
開
業
す
れ
ば
「
必

ず
立
ち
上
が
る
」
医
院
経
営

が
、
今
や
立
ち
上
が
ら
な
い
医

院
が
増
え
て
き
て
い
る
。
新
規

開
業
を
考
え
て
い
る
医
師
に

と
っ
て
は
、「
開
業
」
が
目
的

で
は
な
く
、「
開
業
し
て
幸
せ

な
生
活
を
送
る
こ
と
」
が
目
的

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
開

業
理
念
を
明
文
化
す
る
こ
と
を

強
く
勧
め
る
。

　
時
間
を
か
け
て
開
業
理
念
を

成
功
の
秘
訣
は
開
業
理
念
の
明
文
化

体
験
談
も
と
に
開
業
の
ア
ド
バ
イ
ス

検
討
し
明
文
化
す
る
こ
と
に
よ

り
、
事
業
コ
ン
セ
プ
ト
が
明
ら

か
に
な
り
、
適
正
事
業
規
模
、

適
正
な
開
業
場
所
、
必
要
な
資

金
額
が
明
確
に
な
っ
て
ゆ
く
。

開
業
準
備
に
は
困
難
が
つ
き
も

の
だ
が
、
心
が
揺
ら
い
だ
と
き

に
初
心
に
立
ち
戻
る
こ
と
が
で

き
る
と
し
た
。

　
開
業
前
準
備
で
の
成
功
の
ポ

イ
ン
ト
は
、
①
立
地
選
定
、
②

事
業
計
画
書
の
策
定
、
③
ス

タ
ッ
フ
採
用
な
ど
。
物
件
の
立

地
選
定
で
重
要
な
こ
と
は
現
地

の
住
民
の
生
活
動
線
を
現
場
に

行
っ
て
見
る
こ
と
。
物
件
選
定

時
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
と
し

て
電
気
容
量
や
過
重
耐
性
、
給

排
水
、
排
気
が
区
画
内
に
立
ち

上
が
っ
て
い
る
か
な
ど
9
項
目

に
つ
い
て
解
説
し
た
。

経
営
者
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、

損
益
分
岐
点
を
念
頭
に
置
い

て
、
必
要
患
者
数
を
意
識
す
る

こ
と
が
必
要
だ
と
述
べ
た
。

　
ス
タ
ッ
フ
採
用
の
ポ
イ
ン
ト

は
、
先
生
の
開
業
理
念
を
共
有

し
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
対
す
る
理

解
と
適
性
の
あ
る
人
を
採
用

し
、
人
材
は
育
て
る
も
の
と
認

識
す
る
こ
と
が
必
要
。

　
成
功
し
て
い
る
ド
ク
タ
ー
は

配
偶
者
が
よ
き
理
解
者
と
な
っ

て
い
る
こ
と
な
ど
、
多
岐
に
わ

た
っ
て
解
説
し
た
。

　
第
2
講
目
は
開
業
時
の
ト
ラ

ブ
ル
に
よ
り
開
業
が
予
定
よ
り

5
カ
月
遅
れ
た
経
験
を
も
つ
石

田
氏
が
以
下
の
よ
う
に
語
っ
た
。

　
50
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
の
開
業

で
資
金
的
余
裕
が
あ
ま
り
な

か
っ
た
。
先
に
開
業
し
た
友
人

か
ら
、
開
業
当
初
は
健
保
か
ら

の
支
払
い
も
2
カ
月
後
と
な
り
、

資
金
が
減
る
の
み
で
不
安
に
な

る
た
め
、
ア
ル
バ
イ
ト
を
残
し

て
、
無
理
の
な
い
開
業
を
す
る

こ
と
を
勧
め
ら
れ
、
診
療
時
間

を
削
り
ア
ル
バ
イ
ト
を
残
し
な

が
ら
開
業
し
た
。
外
勤
先
か
ら

患
者
さ
ん
が
診
療
所
に
来
て
く

れ
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
、
患
者

数
が
増
え
る
結
果
と
な
っ
た
。

　
開
業
当
初
に
売
上
を
伸
ば
そ

う
と
す
る
と
精
神
的
に
苦
し
く

　
駅
や
道
路
沿
い
の
広
告

等
は
あ
ま
り
集
客
効
果
が

な
い
。
や
は
り
口
コ
ミ
が

一
番
大
切
で
あ
る
。
診
療

で
は
特
徴
を
出
す
こ
と
が

大
切
で
あ
る
が
、
自
分
が

自
信
を
持
っ
て
い
る
こ
と

が
強
み
と
は
限
ら
な
い
。

さ
ん
で
日
曜
日
ご
と
に
い
ろ
い

ろ
な
と
こ
ろ
を
見
て
、
人
の
流

れ
や
人
口
の
構
成
を
見
て
回
る

の
が
よ
い
。
地
価
の
高
い
駅
前

よ
り
駐
車
場
の
大
き
く
取
れ
る

場
所
の
方
が
開
業
場
所
と
し
て

は
適
し
て
い
る
。

　
開
業
前
に
は
そ
の
地
区
の
先

輩
開
業
医
に
挨
拶
回
り
を
す

る
。
院
外
薬
局
に
も
挨
拶
を
し

て
、
そ
の
際
に
診
療
所
の
地
図

と
連
絡
先
、
診
療
科
目
、
診
療

時
間
を
書
い
た
メ
モ
を
50
枚
く

ら
い
渡
し
て
お
く
と
集
客
効
果

が
あ
る
。

　
開
業
1
年
以
内
は
ス
タ
ッ
フ

も
不
慣
れ
で
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き

や
す
い
。
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
た

と
き
は
ス
タ
ッ
フ
に
謝
ら
せ
る

の
で
は
な
く
、
診
療
時
間
が
終

わ
っ
て
か
ら
出
向
い
て
医
師
が

謝
罪
す
る
方
が
患
者
さ
ん
へ
の

印
象
は
よ
い
。

　
地
区
の
医
師
会
の
仕
事
は
嫌

が
ら
ず
に
で
き
る
だ
け
引
き
受

け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
仕
事

を
通
じ
て
患
者
さ
ん
を
紹
介
し

て
も
ら
え
る　
と
多
数
の
ア
ド

バ
イ
ス
が
あ
っ
た
。

　
最
後
に
、
北
村
理
事
か
ら
、

地
区
医
師
会
へ
の
入
会
に
つ
い

て
の
留
意
点
お
よ
び
協
会
共
済

制
度
や
そ
の
他
の
活
用
方
法
に

つ
い
て
説
明
し
た
。

　
内
装
は
で
き
る
だ
け
明
る
く

清
潔
に
見
え
る
よ
う
心
が
け
る

べ
き
で
、
高
価
で
あ
る
必
要
は

な
い
。
補
修
す
る
と
き
の
こ
と

を
考
え
て
お
く
の
も
大
切
で
あ

る
。
Ｂ
Ｇ
Ｍ
の
配
線
や
ス
ピ
ー

カ
ー
は
最
初
か
ら
設
置
し
て
お

き
、
Ｌ
Ａ
Ｎ
、
コ
ン
セ
ン
ト
は

多
め
に
す
る
。
医
療
器
具
の
コ

ン
セ
ン
ト
は
ア
ー
ス
付
き
三
つ

又
を
薦
め
る
。
ポ
ス
タ
ー
等
は

張
ら
な
い
方
が
き
れ
い
で
あ
る
。

　
開
業
前
に
は
先
輩
開
業
医
の

医
院
を
見
学
し
て
、
設
備
、
そ

の
配
置
、
患
者
さ
ん
の
動
線
を

よ
く
見
て
お
く
。
ま
た
機
材
や

薬
剤
等
の
仕
入
れ
先
、
業
者
を

教
え
て
も
ら
う
。

　
場
所
の
選
定
は
、
自
分
と
奥

し
、
薬
剤
師
に
よ
る
薬
局
で
の
対

面
販
売
を
原
則
と
し
て
い
る
。
し

か
し
現
実
、
薬
局
の
玄
関
に
は

「
ロ
キ
ソ
ニ
ン
」
の
幟
旗
が
ひ
る

が
え
り
自
由
に
買
え
る
。
薬
剤
師

の
チ
エ
ッ
ク
は
？　
「
喘
息
な
ど

あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
尋
ね
て
い
る

か
。
虫
歯
で
歯
科
に
行
け
ば
、
痛

み
止
め
と
し
て
何
も
言
わ
ず
に

「
ロ
キ
ソ
ニ
ン
」
が
処
方
さ
れ

る
。
こ
れ
が
実
際
だ
ろ
う
。
ど
こ

に
も
消
費
者
で
あ
る
国
民
の
権
利

は
制
約
さ
れ
て
い
な
い
。
消
費
者

の
権
利
を
言
う
な
ら
「
副
作
用
情

報
」
を
も
っ
と
国
民
に
広
く
提
供

す
べ
き
だ
。
医
薬
品
の
添
付
文
書

の
警
告
欄
に
重
大
な
副
作
用
と
し

て
、「
死
亡
例
が
過
去
何
例
あ
っ

た
」
か
を
記
載
す
べ
き
だ
。

　
最
近
、
ロ
キ
ソ
ニ
ン
を
服
用
し

て
生
命
を
落
と
し
た
人
の
裁
判
が

あ
っ
た
。
ア
ス
ピ
リ
ン
喘
息
の
持

病
の
あ
っ
た
人
だ
が
、
処
方
し
た

医
師
の
問
診
の
有
無
が
問
わ
れ

た
。
製
薬
メ
ー
カ
ー
に
過
去
の
死

亡
事
故
の
数
、
原
因
な
ど
を
問
い

合
わ
せ
て
み
る
と
軽
度
の
副
作
用

事
例
は
多
数
上
が
っ
て
き
た
が
、

死
亡
事
例
と
な
る
と
口
を
つ
ぐ
ん

で
明
ら
か
に
し
な
い
。
死
亡
事
故

が
起
き
て
い
て
も
、
ト
ラ
ブ
ル
と

な
る
と
製
薬
メ
ー
カ
ー
は
薬
剤
の

製
造
・
販
売
自
体
に
は
問
題
は
な

か
っ
た
と
し
、
投
薬
し
た
医
師
や

薬
剤
師
の
注
意
義
務
違
反
に
し
て

逃
げ
る
だ
け
。
裁
判
は
、
患
者
遺

族
と
医
師
の
争
い
に
矮
小
化
さ
れ

て
し
ま
う
。
わ
ず
か
に
医
薬
品
被

害
救
済
基
金
制
度
の
恩
恵
を
示
め

さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
肺
が
ん
の

薬
イ
レ
ッ
サ
に
関
す
る
裁
判
は
、

患
者
が
投
薬
し
た
医
師
を
被
告
に

せ
ず
に
、
製
薬
資
本
と
薬
を
認
可

し
た
国
を
相
手
と
し
た
正
面
対
決

の
訴
訟
で
あ
っ
た
。
投
薬
し
た
医

師
や
医
療
機
関
は
投
薬
証
明
書
を

出
し
て
訴
訟
に
協
力
し
た
が
、
そ

れ
以
上
に
製
薬
メ
ー
カ
ー
の
供
給

責
任
を
俎
上
に
載
せ
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
製
薬
資
本
と
国
は

製
造
物
責
任
法
や
国
家
賠
償
法
と

い
う
幾
重
に
も
ガ
ー
ド
さ
れ
た
責

任
回
避
の
法
律
の
保
護
を
受
け
て

お
り
、
そ
の
よ
う
な
壁
を
バ
ッ
ク

に
す
る
相
手
に
対
し
て
は
、
患
者

（
国
民
）
も
医
師
（
医
療
機
関
）

も
対
等
に
争
え
る
武
器
は
持
っ
て

い
な
か
っ
た
。
ス
タ
ー
ト
か
ら
不

利
な
戦
い
で
あ
っ
た
。
現
実
に
提

起
さ
れ
て
い
る
薬
害
裁
判
は
、
こ

の
よ
う
に
し
て
薬
を
飲
ん
だ
患
者

と
投
薬
し
た
医
師
（
医
療
機
関
）

の
間
だ
け
の
損
害
振
り
分
け
の
一

般
民
事
裁
判
と
し
て
し
か
争
わ
れ

て
い
な
い
。
こ
れ
で
は
薬
害
の
根

本
解
決
に
は
繋
が
ら
ず
、
何
ら
の

教
訓
も
引
き
出
せ
な
い
だ
ろ
う
。

　
喘
息
の
あ
る
人
に
は
痛
み
止
め

い
わ
ゆ
る
ピ
リ
ン
系
消
炎
鎮
痛
薬

は
危
な
い
。
錠
剤
・
飲
み
薬
の
み

な
ら
ず
、
貼
り
薬
、
湿
布
薬
で
も

シ
ョ
ッ
ク
を
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ

る
。
ア
ス
ピ
リ
ン
喘
息
が
危
険
で

あ
る
。
薬
の
効
能
書
を
み
る
と

「
ア
ス
ピ
リ
ン
喘
息
患
者
は
禁
忌
」

と
朱
書
し
て
あ
る
。
し
か
し
薬
の

効
能
書
を
よ
く
読
ま
な
い
消
費
者

が
ほ
と
ん
ど
だ
。
喘
息
が
あ
る
と

1
錠
飲
ん
だ
だ
け
で
死
ん
だ
例
も

あ
る
よ
と
教
え
て
く
れ
る
医
師
、

歯
科
医
、
薬
局
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る

だ
ろ
う
か
。

薬
の
ネ
ッ
ト
販
売
解
禁
を

 

認
め
た
最
高
裁

　
事
業
計
画
書
に
つ
い
て
は
、

融
資
を
実
行
さ
せ
る
た
め
の
資

料
で
は
な
く
、
開
業
後
、
計
画

通
り
に
推
移
し
て
い
る
か
検
討

で
き
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認

識
を
も
っ
て
作
成
す
る
こ
と
が

重
要
。

　
開
業
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

な
り
、
心
の
内
が
患
者
さ
ん
に

伝
わ
り
敬
遠
さ
れ
る
。
目
先
の

利
を
追
わ
ず
、
ゆ
っ
た
り
と
し

た
気
持
ち
で
診
療
を
さ
れ
る
方

が
好
結
果
を
生
む
と
考
え
る
。

　
開
業
当
時
の
失
敗
は
、
業
者

に
任
せ
る
と
い
う
気
持
ち
で
、

業
者
の
言
う
こ
と
を
鵜
呑
み
に

し
て
し
ま
っ
た
こ
と
。
何
事
も

自
分
が
主
体
性
を
持
っ
て
や
る

こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
特
に
契

約
書
等
は
、
弁
護
士
等
に
見
て

も
ら
っ
た
後
、
契
約
す
る
方
が

よ
い
。
機
材
も
開
業
し
て
み
る

と
不
要
な
も
の
も
あ
り
、
診
療

の
状
況
に
応
じ
て
買
い
増
す
方

が
よ
い
。
固
定
費
を
で
き
る
だ

け
少
な
く
す
る
の
が
大
切
で
あ

る
。

新
規
開
業
予
定
者
の
た
め
の
講
習
会
開
く

高齢者の経管栄養の現状と問題点
～中止・差し控えの選択肢はあるのか？～

〈荒井先生からのメッセージ〉
　本邦では療養病床で看取られた認知症患者の約
半数に胃瘻が留置されていたという報告があり、
欧米を上回る高い割合で認知症高齢者に対して胃
瘻の導入が行われているが、これは高齢者のＱＯ
Ｌを考えた医療処置であろうか。我々が行った調
査によると日本の老年病専門医は、約４割が認知
症による食欲低下・食失行を胃瘻の適応と考えて
いた。昨今の胃瘻造設高齢者の増加を受けて、
2012年６月、日本老年医学会は認知症高齢者に
対する人工的水分栄養補給に関するガイドライン
を発表した。本研究会では日本における高齢者の
胃瘻造設に関わる問題点を明らかにし、このガイ
ドラインを紹介することで、高齢者における胃瘻
の是非を問いたい。

日　時 ３月16日 （土）
 午後 4 時～ 6 時
 ※開催時間にご注意下さい。
場　所 京都府保険医協会・
 ルームＡ～C
講　師 京都大学大学院
 医学研究科
 人間健康科学系専攻
 　教 授　荒井 秀典 氏

第647回 社会保険研究会
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前
回
は
「
医
療
事
故
の
防
止
」
に
関
し
て
連
載
（
2
0
0
8
年
11
月
17
日
2
6
6
5
号
か

ら
20
回
）
し
ま
し
た
。
今
回
か
ら
は
「
医
事
紛
争
の
防
止
」
を
主
題
に
、
日
本
臨
床
整
形
外

科
学
会
医
療
安
全
倫
理
委
員
会
が
Ｊ
Ｃ
Ｏ
Ａ
ニ
ュ
ー
ス
に
要
約
掲
載
し
た
判
決
に
加
筆
・
書

き
お
ろ
し
追
加
な
ど
し
て
会
員
の
医
療
安
全
活
動
に
資
す
る
客
観
的
・
正
確
な
情
報
の
提
供

を
行
い
ま
す
。
医
療
の
安
全
確
保
の
参
考
に
是
非
ご
活
用
下
さ
い
。

　
2
0
0
2
年
8
月
14
日
、
Ａ

社
の
従
業
員
女
Ｘ
は
か
が
ん
で

下
を
向
き
荷
造
り
作
業
中
に
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
空
箱
が
頭
部
に

落
下
し
、
頭
部
打
撲
・
頸
椎
捻

挫
を
受
傷
し
、
近
医
受
診
し

た
。
吐
き
気
、
頭
痛
、
首
の
痛

み
が
回
復
せ
ず
、
9
月
13
日
Ｙ

1
整
形
外
科
病
院
の
Ｙ
2
医
師

に
転
医
し
、
翌
年
10
月
他
院
で

Ｍ
Ｒ
Ｉ
検
査
を
受
け
、
04
年
4

月
30
日
最
終
診
と
な
っ
た
。
同

年
2
月
母
親
の
世
話
に
帰
省
し

て
転
医
し
、
05
年
4
月
労
災
障

る
」
と
記
載
し
た
。
ま
た
、
Ａ

社
は
診
療
経
過
一
覧
表
の
作
成

を
裁
判
所
の
指
示
と
伝
え
、
Ｙ

2
か
ら
診
療
録
の
内
容
説
明
を

得
て
作
成
し
、
更
に
主
張
を
裏

付
け
る
医
師
意
見
書
を
求
め
ら

れ
Ｙ
2
に
執
筆
依
頼
し
た
が
断

ら
れ
、
担
当
者
が
聴
取
し
て

「
箱
が
当
た
っ
た
の
は
頭
部
で

頸
部
で
は
な
く
、
Ｘ
の
上
記
症

状
の
発
症
は
想
定
し
に
く
い
」、

「
Ｃ
4
／
5
／
6
に
頸
椎
ヘ
ル

ニ
ア
が
み
ら
れ
、
こ
れ
は
Ｘ
の

固
有
の
加
齢
変
化
に
起
因
し
、

症
状
の
原
因
で
あ
る
」
と
の
意

見
を
含
む
草
稿
を
ま
と
め
、
06

年
6
月
8
日
付
け
署
名
押
印
を

得
た
（
報
酬
授
受
な
し
）。

　
そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
同
意
な
く

診
療
情
報
を
Ａ
社
に
提
供
し
た

秘
密
漏
示
（
医
師
：
刑
法
第

1
3
4
条
1
項
等
違
反
、
病

院
：
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
第
23
条
1
項
違
反
）
を

理
由
に
、
Ｙ
1
・
Ｙ
2
に
慰
謝

料
5
0
0
万
円
を
請
求
し
て

提
訴
し
た
。

　
裁
判
所
は
、
医
師
は
診
療
過

程
で
患
者
の
秘
密
を
知
り
得
る

が
、
法
律
上
正
当
な
理
由
な
く

漏
示
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
た

が
、
裁
判
所
か
ら
の
文
書
送
付

嘱
託
に
よ
る
提
供
は
「
法
令
に

基
づ
く
場
合
」（
法
第
23
条
1
項

1
号
）
で
本
人
の
同
意
は
不
要

と
し
た
。
し
か
し
、
診
療
経
過

一
覧
表
や
意
見
書
の
作
成
は
、

裁
判
所
の
Ｙ
2
へ
の
指
示
で
は

な
く
、
Ｘ
を
害
す
る
意
図
や
虚

偽
の
記
載
と
認
め
ら
れ
な
い

が
、
Ｘ
の
同
意
な
く
情
報
提
供

し
た
も
の
で
、
信
頼
を
裏
切
ら

れ
た
精
神
的
苦
痛
へ
の
慰
謝
料

に
Ｙ
1
・
Ｙ
2
連
帯
し
て
1
0

0
万
円
の
支
払
い
を
命
じ
た
注
）。

　
な
お
、
整
形
外
科
専
門
医
の

立
場
か
ら
す
れ
ば
、
頭
部
へ
の

衝
撃
が
頸
部
に
影
響
を
及
ぼ
さ

な
か
っ
た
と
す
る
意
見
は
誤
り

と
考
え
ら
れ
る
。

　
Ｑ
、
て
ん
か
ん
の
患
者
さ
ん

に
、
2
種
類
の
抗
て
ん
か
ん
剤

を
投
与
し
て
い
ま
す
。
特
定
薬

剤
治
療
管
理
料
は
ど
の
よ
う
に

算
定
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

　
Ａ
、
て
ん
か
ん
の
患
者
に
抗

て
ん
か
ん
剤
を
2
種
類
以
上
投

与
し
、
同
一
歴
月
に
複
数
の
抗

て
ん
か
ん
剤
の
血
中
濃
度
を
測

定
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、

個
々
の
投
与
量
を
精
密
に
管
理

し
た
場
合
は
、
そ
の
月
に
お
い

て
2
回
に
限
り
所
定
点
数
を
算

定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ

ま
り
今
回
の
ケ
ー
ス
で
も
、
投

与
し
た
2
種
類
の
抗
て
ん
か
ん

剤
に
つ
い
て
上
記
の
よ
う
な
測

定
と
管
理
を
行
っ
て
い
れ
ば
、

特
定
薬
剤
治
療
管
理
料
を
2
回

と
し
て
算
定
で
き
ま
す
。

　
医
学
・
医
療
は
、
病
気
や
障
害

を
治
そ
う
と
す
る
。
よ
く
な
い
と

こ
ろ
に
注
目
し
て
、
そ
れ
を
改
善

し
よ
う
と
す
る
。

　
あ
た
り
ま
え
だ
、
と
医
療
関
係

者
の
多
く
は
感
じ
る
だ
ろ
う
。

　
だ
が
医
学
モ
デ
ル
は
、
心
身
の

不
調
に
対
す
る
物
の
見
方
の
一
つ

で
あ
る
。
東
洋
医
学
で
は
、
気
血

水
の
循
環
や
バ
ラ
ン
ス
の
乱
れ
と

と
ら
え
る
の
で
、
病
気
の
線
引
き

は
あ
い
ま
い
だ
。
障
害
者
福
祉
で

は
「
生
活
モ
デ
ル
」「
社
会
モ
デ

ル
」
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

　
病
気
や
障
害
が
存
在
す
る
の
は

事
実
だ
か
ら
、
医
学
モ
デ
ル
を
全

面
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。

　
今
回
言
い
た
い
の
は
、
医
学
モ

デ
ル
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
弱
点
と

弊
害
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　
と
り
あ
え
ず
列
挙
し
て
み
る
。

　
①
診
断
名
と
い
う
属
性
を
も
と

に
、
人
を
画
一
的
に
見
が
ち
に
な

る
。
個
別
性
を
軽
視
す
る
。

　
②
患
者
を
劣
っ
た
者
、
能
力
の

低
い
者
と
見
て
し
ま
う
。

　
③
治
し
て
あ
げ
る
、
助
け
て
あ

げ
る
、
と
い
う
意
識
が
生
じ
る
。

　
④
過
剰
診
断
に
傾
き
、
何
で
も

病
気
に
し
て
し
ま
う
。

　
⑤
う
ま
く
い
か
な
い
原
因
を
個

人
に
求
め
、
社
会
、
環
境
、
状
況

に
あ
ま
り
目
を
向
け
な
い
。

　
⑥
う
ま
く
治
ら
な
い
場
合
、
ど

う
す
る
か
と
い
う
答
え
が
な
い
。

　
⑦
マ
イ
ナ
ス
面
を
軽
減
・
解
消

し
よ
う
と
し
て
、
そ
の
人
の
プ
ラ

ス
の
面
を
あ
ま
り
見
な
い
。

　
⑧
本
人
や
家
族
に
否
定
的
な
自

己
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
ら
す
こ
と
が

し
ば
し
ば
あ
る
。

　
以
上
は
、
主
に
精
神
科
領
域
で

考
え
た
場
合
の
も
の
だ
が
、
他
の

診
療
科
で
も
、
あ
て
は
ま
る
点
が

け
っ
こ
う
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
た
と
え
ば
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム

（
父
権
的
温
情
主
義
）
や
上
下
関

係
的
な
意
識
は
、
②
や
③
か
ら
生

じ
る
こ
と
が
多
い
。

　
医
学
モ
デ
ル
の
発
想
の
枠
内
に

い
る
と
、
自
分
の
考
え
や
言
動
が

一
定
の
特
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と

を
自
覚
し
に
く
い
。
そ
れ
を
相
対

化
す
る
の
に
役
立
つ
考
え
方
と
し

て
、
福
祉
領
域
の
「
生
活
モ
デ

ル
」「
社
会
モ
デ
ル
」
が
あ
る
。

　
2
0
0
1
年
に
Ｗ
Ｈ
Ｏ
（
世

界
保
健
機
関
）
が
採
択
し
た
Ｉ
Ｃ

Ｆ
（
国
際
生
活
機
能
分
類
）
は
、

そ
の
人
の
プ
ラ
ス
の
面
も
重
視
す

る
。
活
動
や
社
会
参
加
を
妨
げ
る

障
壁
は
、
個
人
の
能
力
不
足
で
は

な
く
、
環
境
や
社
会
と
の
関
係
に

よ
っ
て
生
じ
る
と
見
る
。
わ
か
り

や
す
く
言
う
と
、
障
害
者
が
暮
ら

し
に
く
い
と
す
れ
ば
、
社
会
の
側

に
問
題
が
あ
る
か
ら
だ
と
と
ら
え

る
。

　
こ
う
し
た
見
方
は
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
ク
の
視
点
と
も
重
な
る
。
人

の
あ
り
よ
う
は
、
置
か
れ
た
状
況

に
よ
っ
て
変
わ
る
。
心
身
の
不
調

が
環
境
の
変
化
で
よ
く
な
る
場
合

も
あ
る
。
調
子
が
よ
く
な
ら
な
く

て
も
、
患
者
会
を
は
じ
め
、
新
し

い
出
会
い
や
体
験
が
あ
れ
ば
、
心

の
持
ち
方
が
違
っ
て
く
る
。

　
も
う
一
つ
、
注
目
し
た
い
の
は

「
リ
カ
バ
リ
ー
」
と
い
う
考
え
方

で
あ
る
。
こ
れ
は
精
神
障
害
の
分

野
で
広
ま
っ
て
き
た
。
病
気
や
障

害
に
よ
る
困
難
や
挫
折
を
経
験
し

て
も
、
自
分
が
生
き
る
意
味
や
価

値
を
新
た
に
見
い
だ
し
、
前
向
き

に
歩
む
プ
ロ
セ
ス
を
指
す
。

　
現
代
医
学
で
う
ま
く
治
ら
な
い

病
気
・
障
害
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
。

マ
イ
ナ
ス
面
ば
か
り
見
る
と
苦
し

く
な
る
。
た
と
え
よ
く
な
ら
な
く

て
も
、
元
気
が
出
る
か
、
気
分
が

安
ら
か
に
な
れ
ば
い
い
。
大
切
な

の
は
健
康
か
病
気
か
で
は
な
く
、

そ
の
人
の
人
生
な
の
だ
か
ら
。

読売新聞大阪本社編集委員　原　昌平

医
学
モ
デ
ル
の
弊
害

　
医
学
・
医
療
は
、
病
気
や
障
害
　
今
回
言
い
た
い
の
は
、
医
学
モ

の

24

理事　宇田 憲司

害
等
級
9
級
の
認
定
で
、
7
月

Ａ
社
に
損
害
賠
償
を
求
め
提
訴

し
た
。

　
Ａ
社
は
裁
判
所
を
通
じ
て
Ｙ

1
に
診
療
録
お
よ
び
レ
ン
ト
ゲ

ン
検
査
・
Ｍ
Ｒ
Ｉ
検
査
記
録
の

送
付
を
嘱
託
し
て
入
手
し
、
診

療
録
の
写
し
を
証
拠
に
提
出
し

た
。
06
年
3
月
の
準
備
書
面
に

「
Ｍ
Ｒ
Ｉ
所
見
か
ら
は
、
Ｘ
の

症
状
は
頸
椎
の
脊
柱
管
の
狭
窄

症
お
よ
び
Ｃ
4
／
5
／
6
左
の

椎
間
孔
の
制
限
な
ど
に
起
因
す

ロ
マ
ン
派
音
楽
に

酔
い
し
れ
る
ひ
と
と
き

　
協
会
は
2
月
17
日
、
京
響
メ

ン
バ
ー
に
よ
る
サ
ロ
ン
コ
ン

サ
ー
ト
を
ウ
ィ
ン
グ
ス
京
都
に

て
開
催
。
当
日
は
肌
寒
い
気
候

だ
っ
た
が
、17
人
が
参
加
し
た
。

　
「
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
派
の
巨
匠

の
名
曲
を
聴
く
」
と
題
し
、
弦

楽
四
重
奏
で
、
楽
曲
の
解
説
を

交
え
な
が
ら
の
演
奏
会
を
楽
し

ん
だ
。

　
19
世
紀
に
な
る
と
古
典
派
の

基
本
的
な
音
楽
様
式
を
継
承
し

ト
「
死
と
乙
女
」
よ
り
第
一
楽

章
で
は
、
詩
情
あ
ふ
れ
る
旋
律

が
魅
力
で
あ
る
。

　
一
方
、
ヨ
ハ
ン
・
シ
ュ
ト
ラ

ウ
ス
2
世
の
「
春
の
声
」「
こ

う
も
り
よ
り　
ワ
ル
ツ
」
は
、

当
時
よ
り
人
気
の
あ
っ
た
楽
曲

で
、
軽
快
な
響
き
が
快
く
感
じ

ら
れ
る
。

　
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
「
真
夏

の
夜
の
夢
よ
り　
結
婚
行
進

曲
」
の
演
奏
の
あ
と
、
ア
ン

コ
ー
ル
は
ヨ
ハ
ン
・
シ
ュ
ト
ラ

ウ
ス
2
世
の「
ト
リ
ッ
チ
・
ト

ラ
ッ
チ
・
ポ
ル
カ
」。
楽
し
い

楽
曲
に
拍
手
喝
采
で
終
了
と

な
っ
た
。

冬
の
夜
に

ワ
イ
ン
を
楽
し
む

　
サ
ロ
ン
コ
ン
サ
ー
ト
の
あ
と

は
、
ホ
テ
ル
の
レ
ス
ト
ラ
ン

で
、
協
会
の
山
本
博
理
事
を
講

師
に
「
第
2
回
ワ
イ
ン
講
座
」

を
開
催
。
前
年
に
約
し
た
こ
と

も
あ
り
、
ワ
イ
ン
を
こ
よ
な
く

愛
す
る
34
人
の
参
加
が
あ
っ
た
。 　

は
や
る
心
を
抑
え
、
ワ
イ
ン

を
傾
け
る
前
に
、
パ
ワ
ー
ポ
イ

ン
ト
を
用
い
て
講
師
直
伝
の

「
ワ
イ
ン
を
楽
し
む
近
道
」
を

解
説
し
た
。
ま
た
、
今
回
は
ワ

イ
ン
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
も
あ
る

講
師
夫
人
で
あ
る
山
本
知
美
氏

が
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
・
ナ
パ

バ
レ
ー
に
あ
る
日
本
人
が
経
営

す
る
ワ
イ
ナ
リ
ー
に
出
向
か
れ

た
時
の
貴
重
な
写
真
を
も
と
に

お
話
し
も
し
て
い
た
だ
い
た
。

　
参
加
者
の
お
目
当
て
で
あ
る

「
テ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
」は
、赤
ワ

イ
ン
5
種
で
、
一
つ
一
つ
の
産

地
や
品
種
、
香
り
や
そ
の
表
現

の
言
葉
を
丁
寧
に
解
説
。
テ
イ

ス
テ
ィ
ン
グ
の
中
に
は
数
少
な

い
ワ
イ
ン
も
含
ま
れ
、
参
加
者

は
グ
ラ
ス
に
注
が
れ
た
魅
力
的

な
赤
ワ
イ
ン
を
心
ゆ
く
ま
で
味

わ
っ
た
。

　
そ
の
後
、
フ
レ
ン
チ
と
と
も

に
ホ
テ
ル
か
ら
の
ハ
ウ
ス
ワ
イ

ン
も
賞
味
。
会
話
も
弾
み
、
楽

し
い
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
た
。

参
加
者
と
来
年
も
ま
た
お
会
い

し
ま
し
ょ
う
と
、
次
回
開
催
を

約
し
解
散
し
た
。

裁判事例に学ぶ
医事紛争　防止の

新連載

　

注
）
さ
い
た
ま
地
裁
川
越
支
判

平
22
・
3
・
4
、
判
例
時
報
2
0

8
3
号
1
1
2
頁
、
京
都
保
険
医

新
聞
2
4
7
8
号
主
張
参
照
。
同

ニ
ュ
ー
ス
1
2
2
号
よ
り
。

な
が
ら
も
、
抒
情
豊
か
な
メ
ロ

デ
ィ
や
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
駆
使
し

て
音
楽
が
発
展
し
、
ロ
マ
ン
派

音
楽
と
呼
ば
れ
る
ス
タ
イ
ル
が

確
立
し
た
。
そ
し
て
ロ
マ
ン
派

音
楽
の
中
心
と
な
っ
た
ド
イ

ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
数
々

の
巨
匠
が
登
場
。

　
今
回
の
演
奏
は
、
巨
匠
の
ひ

と
り
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
「
ロ
ー
エ

ン
グ
リ
ン
よ
り　
婚
礼
の
合

唱
」
に
は
じ
ま
り
、
シ
ュ
ー
マ

ン
「
ト
ロ
イ
メ
ラ
イ
」
や
、
ブ

ラ
ー
ム
ス
「
ワ
ル
ツ
」
な
ど
を

聴
い
た
。
ま
た
、
シ
ュ
ー
ベ
ル

音楽とワインで
心はホッと

文化企画

診
療
情
報
の
利
用
・
提
供
は

何
の
た
め
誰
の
た
め
に
あ
る
か
？

竿
管

潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅
潅

特
定
薬
剤
治
療
管
理
料
の
算
定
に
つ
い
て

（
上
）楽
し
い
楽
曲
に
聴
き
入
る
、（
下
）ワ
イ
ン
を
語
る
山
本
理
事

2 0 1 3 年 (平成 2 5 年) 3 月 5 日 第 2 8 5 0 号京 都 保 険 医 新 聞( 5 ) 毎月 5日･20日･25日発行



　
小
畑
耕
造
氏
（
享
年
85
、
中

京
西
部
）
1
月
1
日
ご
逝
去
。

　
中
部
普
行
氏
（
享
年
78
、
伏

見
）
2
月
27
日
ご
逝
去
。

　
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま

す
。

訃
　
報

京
都
老
人
の
タ
ー
ミ
ナ
ル

ケ
ア
研
究
会

　
日
　
時　
3
月
23
日
（
土
）

午
後
3
時
〜
5
時

　
場
　
所　
京
都
大
学
医
学
部

芝
蘭
会
館　
山
内
ホ
ー
ル

　
演
　
題　
「
高
齢
者
の
終
末

期
医
療
を
め
ぐ
る
諸
問
題
：
意

思
決
定
プ
ロ
セ
ス
を
中
心
に
」

飯
島
節
氏
（
筑
波
大
学
大
学
院

教
授
、
日
本
老
年
医
学
会
倫
理

委
員
会
委
員
長
）

　
参
加
費　
無
料

　
主
　
催　
京
都
老
人
の
タ
ー

ミ
ナ
ル
ケ
ア
研
究
会
（
村
井
淳

志
氏
☎
0
7
5
・
9
5
1
・
2

8
4
0
）

　
日
　
時　
3
月
30
日
（
土
）

午
後
2
時
〜
4
時
（
開
場
午
後

1
時
）

　
場
　
所　
花
園
大
学　
無
聖

館
5
階
ホ
ー
ル
（
Ｊ
Ｒ
嵯
峨
野

線　
円
町
駅
徒
歩
8
分
、
地
下

鉄
東
西
線　
西
大
路
御
池
駅
徒

歩
12
分
）

　
内
　
容　
記
念
講
演
「
が
ん

の
体
験
か
ら
」
鳥
越
俊
太
郎
氏

◇
各
分
野
か
ら
の
発
信　
住
・

食
・
医
・
暮

　
定
　
員　
先
着
5
0
0
人

　
参
加
費　
無
料（
申
込
不
要
）

　
主
　
催　
公
益
社
団
法
人
京

都
保
健
会
京
都
民
医
連
中
央
病

院（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
事
務
局
☎
0

7
0
・
6
8
0
2
・
8
2
5
5
）

「
医
・
食
・
住
・
環
境
」

市
民
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

東
日
本
大
震
災
か
ら
二
年

　  

災
害
医
療
と
ま
ち
づ
く

　
り
を
考
え
る

　
厚
生
労
働
省
保
険
局
医
療
課

は
2
月
21
日
、
ヘ
リ
コ
バ
ク

タ
ー
・
ピ
ロ
リ
感
染
症
の
診

断
・
治
療
対
象
に
「
胃
炎
」
を

追
加
適
用
す
る
通
知
を
発
出
し

た
。
適
用
は
同
日
付
（
2
月
21

日
）
か
ら
。

　
こ
れ
ま
で
対
象
と
さ
れ
て
い

た
、「
①
内
視
鏡
検
査
又
は
造

影
検
査
に
お
い
て
胃
潰
瘍
又
は

十
二
指
腸
潰
瘍
の
確
定
診
断
が

な
さ
れ
た
患
者
」
等
四
つ
の
対

象
患
者
（
②
〜
④
は
略
）
に
加

え
、「
⑤
内
視
鏡
検
査
に
お
い

て
胃
炎
の
確
定
診
断
が
な
さ
れ

た
患
者
」
が
ヘ
リ
コ
バ
ク

タ
ー
・
ピ
ロ
リ
感
染
症
の
診

断
・
治
療
対
象
に
な
っ
た
。
な

お
、
胃
炎
の
患
者
で
あ
っ
て
も

「
内
視
鏡
検
査
」に
よ
る
診
断
が

必
須
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
ご

注
意
い
た
だ
き
た
い
。

　
診
療
報
酬
明
細
書
へ
の
記
載

事
項
の
追
加
は
以
下
の
2
項

目
。（
1
）
対
象
患
者
①
及
び

⑤
（
上
記
①
の
胃
潰
瘍
・
十
二

指
腸
潰
瘍
及
び
⑤
胃
炎
）
に
お

い
て
、
内
視
鏡
検
査
等
で
確
定

診
断
し
た
際
の
所
見
・
結
果
を

診
療
報
酬
明
細
書
の
摘
要
欄
に

記
載
す
る
こ
と
。（
2
）
対
象

患
者
①
及
び
⑤
（
上
記
①
の
胃

潰
瘍
・
十
二
指
腸
潰
瘍
及
び
⑤

胃
炎
）
に
お
い
て
、
健
康
診
断

と
し
て
内
視
鏡
検
査
を
行
っ
た

場
合
に
は
、
診
療
報
酬
明
細
書

の
摘
要
欄
に
そ
の
旨
を
記
載
す

る
こ
と
。
請
求
の
際
に
は
ご
確

認
い
た
だ
き
た
い
。

　
⑤
の
患
者
の
そ
の
後
の
診
断・

治
療
の
過
程
に
関
し
て
は
、
①

の
患
者
に
求
め
ら
れ
て
い
た
手

順
と
同
じ
で
、
変
更
は
な
い
。

診断・治療対象に「胃炎」が追加
ヘリコバクター・ピロリ感染症

　
協
会
で
は
、
保
険
診
療
や
医

療
安
全
な
ど
、
協
会
が
行
っ
て

い
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
と
ノ
ウ

ハ
ウ
を
活
か
し
、
院
内
研
修
の

企
画
の
相
談
に
応
じ
た
り
、
講

師
派
遣
を
お
こ
な
っ
た
り
し
て

い
る
。
1
月
29
日
に
は
「
在
宅

医
療
点
数
に
関
す
る
勉
強
会
」

を
西
陣
地
区
の
診
療
所
に
て
開

催
し
た
。
参
加
者
は
、
医
師
、

看
護
師
、
事
務
員
な
ど
10
人
。

「
往
診
料
」
と
「
訪
問
診
療
料
」

の
違
い
な
ど
の
基
礎
的
な
事
項

の
ほ
か
、「
在
宅
時
医
学
総
合

管
理
料
」
や
「
在
宅
が
ん
医
療

総
合
診
療
料
」
な
ど
の
管
理
料

に
つ
い
て
、
算
定
の
留
意
点
や

算
定
漏
れ
し
や
す
い
点
数
を
中

心
に
解
説
し
た
。

　
と
く
に
終
末
期
医
療
に
お
け

る
在
宅
医
療
の
算
定
の
仕
方
は

非
常
に
複
雑
で
あ
り
、
同
じ
診

療
行
為
を
行
っ
て
い
て
も
、
算

定
の
仕
方
に
よ
っ
て
点
数
が
大

き
く
異
な
っ
て
く
る
。
診
療
所

か
ら
提
示
さ
れ
た
、
実
際
の
患

者
の
症
例
を
参
考
に
、
タ
ー
ミ

ナ
ル
ケ
ア
加
算
や
看
取
り
加
算

な
ど
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
を

行
っ
た
。

　
少
人
数
だ
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
医
療
機
関
か
ら
さ
ま
ざ
ま

院
内
研
修
企
画
な
ど
お
気
軽
に
ご
相
談
を

「
次
回
算
定
に
活
か
し
た
い
」と
の
声
も
！

 　 企画例
•全職員を対象にした保険診療に関する講習会
•医療安全管理に係る職員研修
•個別指導に関する勉強会
•医療政策に関する学習会
•研修医を対象にした保険診療に関する講習会
•施設基準適時調査に係る院内学習会
•在宅医療点数に関する勉強会など

な
質
問
を
受
け
、
説
明
し
た
。

「
取
り
漏
れ
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
点
数
が
見
つ
か
り
、
次
回

か
ら
の
算
定
に
活
か
し
た
い
」

と
の
声
も
い
た
だ
き
、
充
実
し

た
会
と
な
っ
た
。

　
協
会
が
行
っ
て
い
る
派
遣
事

業
の
企
画
例
は
別
表
の
通
り
。

講
師
派
遣
等
に
要
す
る
費
用
は

当
協
会
規
定
に
よ
る
が
、
ご
相

談
に
応
じ
る
の
で
、
ぜ
ひ
ご
連

絡
い
た
だ
き
た
い
。

金
融
共
済
委
員
会

（
2
／
20
）の
状
況

　
各
地
区
か
ら
選
出
の
委
員
に

よ
り
、
共
済
制
度
の
健
全
・
安

定
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①
休
補
運
営
分
科
会

　
給
付
7
件
、
加
入
3
件
を
審

査
し
全
件
可
決
し
ま
し
た
。

②
融
資
諮
問
分
科
会

　
融
資
斡
旋
2
件
を
決
定
し
ま

し
た
。

　
核
戦
争
防
止
・
核
兵
器

廃
絶
を
訴
え
る
京
都
医
師

の
会
、
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｎ
Ｗ
京
都

府
支
部
（
通
称
：
反
核
京

都
医
師
の
会
）
は
、
北
朝

鮮
が
2
月
12
日
に
行
っ
た

3
度
目
の
核
実
験
に
対

し
、
15
日
付
で
抗
議
声
明

を
発
表
。

　
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共

和
国
・
金
正
恩
第
一
書
記

と
、
国
連
朝
鮮
民
主
主
義

人
民
共
和
国
代
表
部
申
善

虎
大
使
に
送
付
し
た
。

北
朝
鮮
核
実
験
に
抗
議
声
明

反
核
京
都
医
師
の
会

　
父
は
峰
山
町
の
丹
後
中
央
病

院
で
死
亡
し
た
が
、
そ
こ
の
院

長
・
宮
川
氏
と
は
昵
懇
の
間
柄

で
あ
っ
た
。
物
資
不
自
由
の
頃

だ
っ
た
が
、
近
く
に
親
し
い
料

理
屋
が
あ
り
、
よ
く
そ
こ
で
飲

食
を
共
に
し
た
よ
う
だ
っ
た
。

ぼ
く
が
大
学
に
入
っ
た
と
き
、

父
は
小
躍
り
せ
ん
ば
か
り
に
喜

び
、
宮
川
氏
に
話
し
た
と
こ

ろ
、
宮
川
氏
は
大
学
の
微
生
物

学
教
室
の
助
教
授
を
し
て
い
る

田
部
井
氏
が
大
学
の
一
年
後
輩

で
、
高
校
も
同
じ
山
形
高
校

だ
っ
た
か
ら
親
し
い
、
と
お
っ

し
ゃ
り
、
紹
介
状
を
書
い
て
父

に
手
渡
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
事
情
で
、
昭
和

19
年
だ
っ
た
か
20
年
だ
っ
た
か

忘
れ
た
が
、
ぼ
く
は
田
部
井
先

生
宅
を
訪
れ
た
の
で
あ
る
。
地

味
な
感
じ
の
奥
さ
ん
と
、
小
学

校
の
生
徒
ら
し
い
息
子
さ
ん
が

い
ら
し
た
。
ど
ん
な
話
を
し
た

か
忘
れ
た
が
、
先
方
は
学
究
で

あ
り
、
ぼ
く
は
文
学
青
年
の

端
っ
こ
だ
っ
た
か
ら
、
特
別
の

話
題
は
な
か
っ
た
。
先
生
も
宮

川
氏
と
の
関
係
で
お
義
理
だ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
数
回
お
邪

魔
を
し
た
。
そ
し
て
戦
後
ま
も

な
く
父
が
死
亡
し
た
。
そ
の
こ

と
を
言
い
に
行
っ
た
と
き
、
実

は
お
金
が
な
い
か
ら
ア
ル
バ
イ

ト
を
し
な
け
れ
ば
、
と
言
っ
た

ら
先
生
は
驚
か
れ
、
医
学
書
は

何
で
も
貸
し
て
や
る
と
お
っ

し
ゃ
り
、
す
ぐ
に
解
剖
や
微
生

物
学
の
本
を
出
し
て
並
べ
て
下

さ
っ
た
。
ぼ
く
は
固
辞
し
て
席

を
立
っ
た
。
先
生
の
山
形
の
御

家
は
有
名
な
大
地
主
だ
と
宮
川

氏
か
ら
聞
い
て
い
た
。
ぼ
く
は

と
う
と
う
最
後
ま
で
お
訪
ね
し

な
い
で
大
学
を
卒
業
し
た
。
そ

し
て
国
家
試
験
合
格
後
、
一
年

足
ら
ず
の
病
院
勤
務
の
あ
と
開

業
を
し
た
。
右
肺
に
人
工
気
胸

を
し
、
パ
ス
内
服
を
続
け
な
が

ら
、
ま
た
父
の
期
待
し
た
よ
う

な
入
澤
先
生
の
如
き
高
名
な
方

に
就
く
こ
と
な
く
、
や
み
く
も

に
無
為
な
毎
日
を
送
っ
て
い

た
。
そ
し
て
か
た
わ
ら
、
才
能

も
な
い
ま
ま
に
下
手
な
詩
を
書

き
続
け
て
い
た
。
こ
の
方
に
野

望
が
な
か
っ
た
と
い
え
ば
嘘
に

な
る
。
だ
が
ど
こ
ま
で
も
無
名

の
ま
ま
だ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
あ
る
日
、
突
然
、

数
回
診
察
を
し
た
こ
と
の
あ
る

大
宮
町
内
の
某
機は

た
屋や

さ
ん
か
ら

電
話
が
あ
っ
た
。
京
大
微
生
物

教
授
の
田
部
井
先
生
か
ら
電
話

が
あ
っ
た
由
。
そ
の
機
屋
さ
ん

の
電
話
番
号
は
1
1
7
番
、

ぼ
く
の
方
は
1
7
7
番
で
、

と
き
ど
き
間
違
い
電
話
が
あ
っ

た
の
だ
が
、
田
部
井
先
生
か
ら

と
聞
い
て
ま
さ
し
く
青
天
の
霹

靂
で
あ
っ
た
。
あ
わ
て
て
大
学

の
教
室
の
方
に
電
話
を
入
れ

た
。
先
生
は
、
あ
あ
、
小
使
が

番
号
を
間
違
え
た
の
だ
な
と

お
っ
し
ゃ
り
、
某
月
某
日
に
峰

山
町
に
行
く
か
ら
顔
が
見
た

い
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
だ
が

先
生
に
は
時
間
が
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
帰
路
、
当
時
の
国
鉄
口

大
野
駅
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
で

先
生
を
お
待
ち
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
列
車
が
止
ま
り
、
先

生
は
下
車
さ
れ
ぼ
く
の
前
に
立

た
れ
た
。
先
生
は
、
ぼ
く
の
教

室
に
入
れ
、
い
や
都
合
が
悪
く

て
ど
う
し
て
も
大
学
に
帰
れ
な

か
っ
た
ら
、
せ
め
て
ぼ
く
の
教

室
で
論
文
を
書
け
。
開
業
し
て

い
て
も
書
け
る
よ
う
な
テ
ー
マ

を
与
え
て
や
る
か
ら
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
。
停
車
時
間
が
過

ぎ
、
ぼ
く
は
返
事
が
で
き
な

か
っ
た
。
丁
度
自
費
出
版
を
し

た
処
女
詩
集
「
風
信
旗
」
を
手

渡
し
た
。
汽
車
は
発
車
し
た
。

先
生
の
外
に
2
人
の
同
伴
者
が

あ
っ
て
、
何
の
理
由
で
教
室
の

幹
部
等
3
人
が
峰
山
町
に
お
い

で
に
な
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
。

医
師
会
の
方
に
は
何
の
連
絡
も

な
か
っ
た
。

　
ぼ
く
は
手
紙
で
先
生
の
ご
厚

情
を
お
こ
と
わ
り
し
た
。
あ
と

で
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と

を
人
づ
て
に
聞
い
た
。

「
谷
口
は
あ
か
ん
な
あ
、
若
い

と
き
に
勉
強
を
し
な
く
ち
ゃ

あ
、
詩
な
ん
か
書
い
て
何
に
な

る
」

　
田
部
井
先
生
に
関
連
の
あ
る

方
は
、
医
師
会
の
方
に
も
何
人

か
残
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
だ
ろ

う
。
間
違
っ
て
い
た
こ
と
が

あ
っ
た
ら
お
許
し
下
さ
い
。
ぼ

く
が
一
度
だ
け
お
会
い
し
た
、

小
学
生
時
代
の
御
子
息
は
病
理

を
専
攻
さ
れ
、
徳
島
医
大
の
教

授
に
な
ら
れ
た
と
か
。
先
生
の

御
訃
報
は
京
都
新
聞
に
大
き
く

掲
載
さ
れ
た
と
、
京
都
の
姉
が

知
ら
せ
て
き
た
。
ぼ
く
は
全
く

医
界
の
情
報
に
暗
い
か
ら
自
信

が
な
い
が
、
23
年
卒
の
同
級
生

の
尾
崎
が
田
部
井
先
生
の
許
で

助
教
授
に
な
り
、
滋
賀
医
大
初

代
の
教
授
に
赴
任
し
た
と
か
聞

い
た
。
前
に
書
い
た
皮
膚
科
の

渡
辺
と
同
じ
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

田
部
井
先
生

谷口　謙（北丹） 　  ＜31＞
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スライド①

米通商代表部も韓
米ＦＴＡをＴＰＰ
のモデルにと言
及。

スライド③

ＦＴＡの真の狙い
は非関税部分。

スライド④

韓米ＦＴＡの特徴
点。特に投資家対
国家間の紛争解決
（ＩＳＤ）条項が問
題。

スライド⑤

韓米ＦＴＡでの医
療分野に対するア
メリカの標的は主
に左記の３点。

スライド⑥

薬価・医療機器価
格の引き上げのた
めの方策。

スライド⑦

これらの策によっ
て医療費の増大お
よび患者負担増と
なり、韓国保険財
政の破たんを迎え
ることになりかね
ない。

スライド⑧

韓国でも医療は原
則非営利。そし
て、韓米ＦＴＡで
も「医療」は例外
のため、規制緩和
の対象ではないは
ず。しかし、経済
自由区域では営利
病院設立が認めら
れている（例外の
例外規定）。

　協会は、2012年３月15日に発効した韓米ＦＴＡ（自由貿易協
定）から、日本がＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）に参加
した場合の医療分野への影響を探るべく、５月初旬に韓国医療視
察を実施。2012年度地区医師会懇談会では、その視察から見えて

きたＴＰＰの問題点についての情報提供を行ってきた。安倍首相
の訪米によるＴＰＰ交渉参加表明などＴＰＰをめぐる情勢が緊迫
する現在、協会は医療者としてのＴＰＰ反対の声をより大きくあ
げていきたい。

韓米ＦＴＡに学ぶＴＰＰの問題について
2012年度 地区医師会との懇談会提供資料

スライド②

日本も韓国も、と
もに国民皆保険制
度。韓国は日本の
制度を土台に医療
制度を確立してお
り、類似点が多い。
今回の医療視察に
韓国を選んだ理由
の一つ。

アメリカの標的は･･･ 

  ①医薬品・医療機器価格の  
    引き上げ 
  ②営利病院の参入 
  ③民間医療保険の販売規制不可 

そのための攻撃手段これだ！ 

韓国の医療分野に及ぼす影響は？ 
④ 

��ＦＴＡの��の��

�　�����リ����
　　市場開放したくない分野だけ記載し、残りの分野は全て開放

�　例外の例外規定
　　FTAの例外と規定してもその中で再度、例外を設定し、ＦＴＡの対象へ

�　�����������条�
　　一度規制緩和を行うと、再び元には戻せない

　

�　����国��
　　他国とより有利な条件で貿易協定を結ぶ場合、自動的にアメリカにも適用

�　投資家対国家の���������条�
　　投資家や企業が相手国の設けた制度によって損害を生じるなど、権利を侵

　　害された場合、その投資家や企業は相手国を訴えることができる　

営利病院による医療費の高騰は、非営利病院の医療費
にも影響を及ぼす。（営利病院の診療価格は一般の病院の４倍） 
→��、��の医療費の高騰� 

Ⅱ��の���� 
→経済自由区域・済州道では営利病院ＯＫ 

さらに･･･ 

���������の影響は大 

���営利病院の�� 

Ⅲ ����（�����）�� 
→営利病院は存在し続けることとなる 

※すでに、営利病院が誕生している（出資：サムスン、大和証券） 

⑦ 

��Ｔ�（ Free Trade Agreement ）とは�  
 関税のみならず、その他の非関税障壁をも
取り除いた自由貿易地域の結成を目的とする
2国間以上の国際協定（ＴＰＰは日米を中心と

する多国間の協定）である。  

＜ 非関税�� 
↓ 

 
アメリカの目的は

これだ！！ 

関税�� 
↓ 

自動車 
農産物など 

② 

�の��会で 
��の発言を�� 

「ＴＰＰを慎重に考える会」 
「ＴＰＰを慎重に考える国民会議」が合同で結成 

2012年１月に訪米し、アメリカの 
30にもおよぶ関係機関・団体と懇談 

ＴＰＰ訪米調査団 

米通商代表部（ＵＳＴＲ）  
デメトリオス・マランティス次席通商代表 

先行して行われた2011年12月の自民党

訪米団との懇談では、「（ＴＰＰについて）
２国間のＦＴＡで認めているものは認めら
れる方向を確認した」と発言。 

���米ＦＴＡに�ぶの� ① 

調査団メンバー 
山田正彦議員、すとう信彦議員 
大河原雅子議員、舟山やすえ議員 
山崎摩耶議員、相原史乃議員 

日本と韓国 医療制度比較 

 
 ①国民皆保険制度 
 ②診療報酬・薬価・材料価格は公的に管理されている 
 ③営利追求型の医療機関は認められていない 

 
 ①韓国は保険適用しない技術料などが決められている 
  →混合診療可（ただし、その価格は公的に定められている） 
 ②韓国はオンライン請求がほぼ100％である。 
 ③保険医登録は医療機関単位で行い、 
   登録した医療機関でしか医療行為ができない。 

特許薬については、医薬品価格の国内
物価などの経済性評価とは連動せずに
薬価を高く設定できる。 

製薬会社・医療機器メーカーが薬価
決定等の過程のすべてを掌握。国・
保険者（健康保険公団）はここから排
除。 

����独�的��機��の設� 
�����的�薬の���い 
���特許の�� 
���資料独占� 

医薬品の特許が終了しても、既存の資料
を利用できないので、ジェネリックメー
カーは独自に臨床試験を行わなければ
ならない。独占期間は７年。 

多国籍製薬会社が医薬品に関する特許
を主張すれば、その対象となる医薬品の
ジェネリック販売が自動的停止 

�的� 
医薬品薬価・医療機器価格の�き�� 

⑤ 

�����機構 
����薬の�り�い 
��の�� 
資料��� 

・医薬品・医療機器価格は外資系メー
カーの思いのまま？ 
・外資系メーカーの高い医薬品を買う
しかないの？ 

健康保険財政を構成する 
「診療費」「薬剤料」「医療機
器の費用」のうち、２つが韓
米ＦＴＡの対象・・ 

ということは･･･ 

韓国では国内の製薬、医療機器メーカーが少
なく、輸入に頼らざるを得ない状況・・・ 

これらの攻撃により、韓国は・・・ 

⑥ 

�����機構 
����薬の�り�い 
��の�� 
資料��� 

・医薬品・医療機器価格は外資系メー
カーの思いのまま？ 
・外資系メーカーの高い医薬品を買う
しかないの？ 

健康保険財政を構成する 
「診療費」「薬剤料」「医療機
器の費用」のうち、２つが韓
米ＦＴＡの対象・・ 

ということは･･･ 

韓国では国内の製薬、医療機器メーカーが少
なく、輸入に頼らざるを得ない状況・・・ 

これらの攻撃により、韓国は・・・ 

⑥ 

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧
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スライド⑨

経済自由区域とし
て定められている
のは韓国６大都市
のうちの３大都市
を含む、18の都
市。

スライド⑩

国による民間の医
療保険への販売規
制ができないだけ
でなく、健康政策
の充実などで市場
を縮小すればＩＳ
Ｄ条項の脅威に晒
される。

スライド⑪

オーストラリア政
府の健康対策に対
するＩＳＤの一例。
オーストラリア側
が敗訴した。

スライド⑫

どの問題も、公的
保険の崩壊と患者
負担の増加につな
がるといえる。

スライド⑬

日本がＴＰＰに参
加すれば、公的医
療保険の給付範囲
が狭まり、民間保
険に加入していな
ければ、十分な医
療が受けられなく
なるなど国民皆保
険制度の崩壊を招
く恐れがある。

スライド⑭

さらには患者のい
のちを守るための
医療から、投資家
のための利益追求
型の医療へと変容
する恐れも。

スライド⑮

国民皆保険制度の
形骸化イメージ
図。Ｈ・Ｉ・Ｊ・
Ｋは高度先進医療
など。

スライド⑯

我々国民が皆保険
制度の崩壊の危機
に晒され、医療格
差を余儀なくされ
る。

スライド⑰

「ＴＰＰ交渉に参
加する」ことと
「ＴＰＰに参加す
る」ことは、ほぼ
同義語。

スライド⑱

協会は必要な医療
を必要な患者へ届
ける日本の国民皆
保険制度を守るた
め、ＴＰＰ参加に
は断固として反対
する。

その� ��の�的の�� 
   →���ーリ��に����る、���の����の��は、 
    ��のた�の��から、���のた�の���と��する。 

その� TPPは韓米ＦＴＡを��、�しい��を�き��ら�る��� 
 

 韓国では、韓米ＦＴＡ締結前は、反対運動は盛り上がりを見せなかった。 
  
 締結後、違憲訴訟も検討したが、ＦＴＡは一切の公的規制力を排除する協
定であり、憲法を含む韓国国内法の対象にならず、提訴できないと判断した。 
  
 日本は、韓国やカナダやオーストラリアなどの多くの国の心ある人々と共
同して、いまこそ反対を唱えなくてはならない。 

⑬ ⑧ 

日本がＴＰＰに参加したら・・・ 

�の� 国民皆保険制度の��� 
         → ����保険の����が����民�保険に加�し� 
      い ����������が��ら��������・・・ 

�の� ��・��機�の�� 
    →�����の��に��������に��������  
     ��の��が�������の���の���� 

�の� ����の�� 
     →�����に����ら�������������保�� 
     ���の��が������� 

国民皆保険制度の崩壊の危機！！ 

⑫ 

  
   

 

TPP（�������������） 
⑰ 

��保険の�� 
＆ 

����� 

  ①医薬品・医療機器価格の引き上げ 
  ②営利病院の参入 
  ③民間医療保険の販売規制不可 
  いずれも・・・・ 

⑪ 

「�国との交渉に参加し、��が��な�合
には撤�する」という���はあるか� 

日米間の関係性を最優先する政治家たち。 
理論的にあり得ても、実際問題としてはあり
得ない！ 
TPP交渉に参加する＝TPPに参加する 
 

（党の方針は「聖域なき関税撤廃には反対する」だが） 

国益にかなう最善の道を求める 
（自公連立政権合意文書） 

安倍首相 

⑯ 

一例を紹介すると・・・ 

�ー������� �� ���ッ���������の������ 

≪�ー�������≫ 
��の�めの��ー�パッケージ�� 
���ージ�� 

・パッケージの広告をやめる 
・文字は同じ大きさ 
・包装紙は茶色 

≪���ッ����≫ 

�� 
��� 

数10億ドル賠償請求 

商標権の
侵害！ 

⑩ 

������し��・・・ 
          ����て�����？？？ 

����の��� 
����の���� 
��� ����。 
そして日本の・・・？ 

�� 
�� 
���� ����。 

⑮ 

規 制 
韓米ＦＴＡの新金融サービス条項に 
民間の医療保険商品を包括的に認める 

  

政府 

投資家・企業 

公的保険の保障の強化 

政府の政策によって
市場縮小(利益減？) 

国民 

�的�民間医療保険の��規制�� 

Ⅴ投資家�国家間の���������条項 
   →莫大な補償金を要求！！ 

民間保険会社 

⑨ 

現
在 

今
後
・
・
公
的
保
険
に
入
ら
な
い
？ 

A Ｂ Ｃ 
Ｄ Ｅ Ｆ 

Ｇ 
公的保険 

公的保険 

��保険������� 
�������������� 

A Ｂ Ｃ 
Ｄ Ｅ Ｆ 

Ｇ 

Ｈ Ｉ 

Ｊ Ｋ 

Ｈ Ｉ 

Ｊ 
Ｋ 

���������������� ⑭ 

⑨ ⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑩

⑪

⑫

⑬

トロイの木馬
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